
554 

ガ
ザ
ン
. 
ノ¥

ン
の
ダ

l
ル
ツ

ス

ィ
ヤ

i
ダ

(
(
日
間
H
i

mwFω
グ
ー
凶
(
目
白
)

岩

武

昭

男

は

じ

め

に

一

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
機
能

ー

ガ
ザ
ン
の
.
タ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ

2

「
カ

l
シ
ャ

l
ン
の
三
村
に
関
す
る
ワ
グ
フ
文
書
」

二

位
舎
政
策
と
し
て
の
ダ
l
ル
ッ
ス

ィ
ヤ
l
ダ

三

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
1

ダ
建
造
の
影
響

ナ

キ

l

ブ

サ
イ
イ
ド
・
ヵ

l
シ
l
家

わ

に

1 

- 48ー

2 お

り

』土

じ

め

四

一
五
世
紀
の
イ
ラ
ン
史
の
史
料
上
に
、

し
ば
し
ば
、
ダ

l
ル
ヴ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
(
皆
同
四
「
丘
一
志
向
凶
る
と
い
う
施
設
に
闘
す
る
記
述
が
現

れ
る
。
こ
の
施
設
に
閲
し
て
、
イ
ル
ハ
ン
時
代
イ
ラ
ン
の
建
築
史
を
著
し
た
ウ
ィ
ル
バ

l

ロ
ヨ
己
r
R
氏
は
、
ぷ
}
gmtrccm巾
問

。
吋

ω印
可
〕
三
仏
印
3

(

l

)

 

と
規
定
し
、
ま
た
、
近

年

(
一
九
八
八
年
)
出
版
さ
れ
た
テ
ィ
ム

l
ル
朝
時
代
の
イ
ラ
ン
と
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
建
造
物
を
網
羅
し
た
建
築
史
の

〈

2
)

中
で
、
著
者
ゴ
ロ
ム
ベ
ク
ド
・

0
0一ogσ
呉
氏
と
ウ
ィ
ル
パ

l
氏
は
、

E
r
g
-口
問
問
。
円

ωauユ
仏
印
3

と
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、

彼
ら
は
ま



(
3〉

た
「
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
朕
況
の
中
で
、

筆
者
は
イ
ル
ハ
ン
時
代
末
期
の
ヤ
ズ
ド
の
サ
イ
イ
ド
、

シ
ャ
ム
ス
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
似
白
包
凹

同
ケ
ロ
吉
宮
口
官
B
日
包
が
建
造
し
た
ダ

1
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
に
闘
す
る
ワ
ク
フ
文
書
を
分
析
し
、
そ
の
施
設
が
サ
イ
イ
ド
の
た
め
の
宿
泊
施

(
4〉

設
と
し
て
の
機
能
と
彼
ら
の
た
め
の
慈
善
の
援
黙
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
地
方
都
市
ヤ
ズ
ド
の
一

サ
イ
イ
ド
が
建
造
し
た
例
で
あ
り
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
機
能
を
確
定
し
、
そ
の
建
造
の
意
義
を
考
察
す
る
に
は
、
例
詮
が
未
だ
不
足
し

て
い
る
と
い
え
る
。

ゴ
ロ
ム
ベ
ク
と
ウ
ィ
ル
パ

l
は
「
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
は
、

(
5〉

あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、

ま
ず
、

イ
ル
ハ
ン
、
ガ
ザ
ン
が
タ
プ
リ
l
ズ
に
建
造
し
た
も
の
が
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で

ガ
ザ
ン
の
官
同
ロ
凶
削
ロ
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
機
能
、

お
よ
び
そ
の
建
造

の
意
闘
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
本
稿
で
は
、

一
、
諸
史
料
上
に
現
れ
る
ガ
ザ

ン
・
ハ
ン
の
ダ
l
ル

y

ス
ィ
ヤ
l
ダ
に
闘

- 49-

す
る
記
述
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
を
確
定
し
、
二
、

ダ
1
ル
ッ
ス

ィ
ヤ
l
ダ
を
め
ぐ
る
欣
況
を
探
る
こ
と
に
よ

っ
て、

ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
の
ダ
l
ル
γ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
建
設
の
意
圃
を
考
察
し
、
三
、
ガ
ザ
ン
以
降
の

一
四
世
紀
以
降
の
イ
ラ
ン
史
に
お
い
て
占
め
る
ダ

1
ル
ッ
ス

ィ
ヤ

l
ダ
建
造

の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
順
次
論
を
進
め
る
。

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
機
能

1 

ガ
ザ
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ

ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
建
造
に
闘
し
て
は
、
ラ
シ

l
ド
ゥ
ッ
デ
ィ

l
ン

F
凶
山
正
巳

b
z
の
の
b
送
、
と
a
M
3
b
g
h
H
可
誌
に

(

6

)

 

衣
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
研
究
者
の
注
意
を
引
い
て
き
た
(
二
字
下
げ
、
ま
た
は
「
」
で
テ
キ
ス
ト
の
引
用
箇
所
を
示
す
)
。

ガ

ザ

555 

ン
は
預
言
者
の
夢
を
見
て
か
ら
、
預
言
者
の
一
族
に
劃
す
る
敬
愛
を
増
し
、

イ
ド
ラ
l
ル
〔
年
金
〕

(
丘
町
帥
円
〉
等
を
設
定
し
て
い
た
と
い
う
記
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連
に
績
く
箇
所
で
あ
る
。

彼
は
、

ハ
l
ン
カ
l
フ
や
マ
ド
ラ
サ
、
マ
ス
ジ
ド
、
そ
の
他
の
慈
善
施
設
公
σ者同
σ
と
ケ
町
る
を
各
地
に
造
り
、
ワ
ク
フ
を
設
定
し
て
、

各
々
の
者
た
ち
に
、
俸
給
予
言
芯

w

困
問
者
間

E
C釘
E
S門)
を
興
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
が
、

〔そ
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
〕
言
わ
れ
た

「
〔
そ
れ
ら
は
〕

フ
ァ
キ
l
フ
や
ス
l
フ
ィ
ー
や
他
の
者
た
ち
の
も
の
で
あ
り
、

サ
イ
イ
ド
た
ち
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
.と
う
で
あ

ろ
う
か
。

ア
リ

I
家
の
者
た
ち
の
も
の
も
必
要
で
あ
る
」
と
。

そ
し
て
、

タ
e

フ
リ
ー
ズ
と
、

圏
中
の
他
の
偉
大
な
る
諸
州

(
i
z
z工

自
民
間
羽
田
B
〉
、
す
な
わ
ち
、
イ

ス
フ
ア
ハ

l
ン
や
シ

1
ラ

l
ズ
、

そ

の

他

の

主

要

都

市

ハ
(E
包
ム
ヨ
ロ

ASEH)
に
、
サ

イ
イ
ド
た
ち
が
そ
こ
に
住
め
る
よ
う
な
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
造
る
よ
う
命
じ
、
彼
ら
も
ま
た
彼
の
慈
善
か
ら
恩
恵
を
受
け
る
べ
く
、

ハ
グ
ダ
l
ド

彼
ら
の
諸
事
(
ヨ
印
私
口
一
じ
の
た
め
に
、

彼
が
遁
首
と
見
た
額
を
|
|
ワ
ク
フ
文
書
(
当

Z
F仰

H
H
H

釦
広
)
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に

〔

φ
叶一
ω句
。
〕

設
定
し
た

こ
の
記
述
に
よ
り
、

ガ
ザ
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

1
ダ
が
少
な
く
と
も
タ
。フ
リ
ー
ズ
、

イ
ス
フ
ア
ハ
l
ン
、

シ
1
ラ
I
ズ
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の

- 50ー

四
都
市
に
建
造
さ
れ
た
こ
と
と
ワ
ク
フ
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

タ
.
フ
リ
ー
ズ
の
シ
ャ
ン
ブ
似
白
ロ
ゲ
の
ガ
ザ
ェ
l
ヤ
に
附
属
す
る
ダ
l
ル

γ

ス
ィ
ヤ

1
ダ
の
、

さ
ら
に
、
ラ
シ

I
ド
は
、

ワ
ク
フ
の
牧
盆
の
使

途
に
闘
し
、
次
の
よ
う
な
四
項
目
を
奉
げ
て
い
る
。

〔

1
〕

敷
物
(
内
山
岡
山
者
同
古
島
〉
の
買
い
足
し
、

ロ
ウ
ソ
ク
・
油
今
日
cm山
ゲ
)
・
呑
料
の
購
入
費

(
E
E
)

〔

2
〕

そ
の
地
に
住
む
ナ
キ
l
ブ
(
ロ
白
ρ
F
-同
MEEts--
凶
ロ
官
一
ゲ
印
刷
包
)
に
属
す
サ
イ
イ
ド
と

〔
そ
の
地
を
〕
往
来
す
る
サ
イ
イ
ド
の

生
計
費
(
自
由

R

忠
)

〔

3〕

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
諸
件
を
行
い
、

ワ
l
キ
フ
(
当

2
5
の
篠
件
に
従
っ
て
サ
イ
イ
ド
た
ち
へ
の
奉
仕
を
行
う
係
の
職
員

〔

4
〕

(
自
己
皇
与
)
の
俸
給
(
者
同
情
臥
白
〉

管
理
人
(
乱

&
g〉
や
料
理
人
(
ヨ
旦

E
巴
)
や
そ
こ
に
い
て
他
の
仕
事
を
行
う
者
た
ち
の
給
輿
(
自
己
志
位
ゲ
)

〔
の
叶
一
色
∞
〕



し
か
し
、
ラ
シ

l
ド
に
よ
る
ガ
ザ
ン
の
ダ
l
ル
γ

ス
ィ
ヤ

l
ダ
に
闘
す
る
記
述
は
、

ほ
と
ん
ど
こ
れ
の
み
で
あ
る
。

ガ
ザ
ン
の
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
建
造
が
、
イ
ラ
ン
祉
舎
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
に
閲
し
て
は
、
そ
の
後
の
イ
ラ

ン
の
歴
史
家
た
ち
、
特
に
地
方
在
住
の
世
界
史
執
筆
者
が
ガ
ザ
ン
治
世
に
闘
す
る
短
い
記
述
の
中
で
、
こ
の
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
建
造
を
取

り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
シ
ャ
パ
!
ン
カ

1
ラ
イ
l

p

g
岳
山
岡
田
J

し
か
り
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
著
作
ミ
b
怖
さ
え
と
・
k
g
h
思

(
7
)
 

の
七
三
三
年
/
二
三
ニ
二

l
一
一
一
一
一
一
年
の
版
に
お
い
て
、
「
〔
ガ
ザ
ン
は
〕
イ
ラ

I
ク
の
諸
都
市
と
タ
ゃ
フ
リ
ー
ズ
、
イ
ス
フ
ア
ハ

l
ン
に
ダ
l
ル
ッ

ス
ィ
ヤ

l
ダ
を
建
造
し
、
サ
イ
イ
ド
た
ち
を
大
慶
傘
重
、
傘
敬
し
、
賛
美
、
慰
撫
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
〔
冨
〉
¥
目
印
日
目
討
に
買
い

N
S〕。

(
8〉

ま
た
、
七
七
九
年
シ
ャ
ァ
バ

l
ン
月
/
一
三
七
七
年
二
一
月
に
そ
の
著
ミ

S
Sお
と
a

吋
怠
守
宮
、
ミ
ミ
守
q
b
N
E
仰
と
ふ
刊
誌
を
完
成
さ

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
シ
ャ

l
・
シ
ュ
ジ
ャ

l

山
岳
似
己
管
内
に
献
呈
し
た
ア
ラ

1

・
カ
ズ
ヴ
ィ

l
ニ

1

・
ヒ
ラ

1
リ
ー
メ
釘

P
印
刷
主
ロ
同

せ国
己
同
町
は
、

「
〔
ガ
ザ
ン
は
〕

サ
イ
イ
ド
た
ち
に
大
盤
好
意
を
抱
い
て
い
た
の
で

一
O
の
ダ

1
ル
y

ス
ィ
ヤ

l
ダ
を
園
の
各
地
に
建
造
し
、

- 51ー

各
々
に
多
く
の
ワ
ク
フ

〔
物
件
〕
を
設
定
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
〔
宮
吋
一
ω
怠
σ〕。

ガ
ザ
ン
の
ダ
l
ル
γ

ス
ィ
ヤ

I
ダ
建
造
に
閲
し
て
は
、

ρ
削W
同ロ凶
(
H
烈
印
刷
同
〉
が
、
ガ
ザ
ン
を
縫
い
だ
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ピ
]
即
位
呂
の
治
世
を
記
述
し
た
吋
守
宮
・
帆

qh句
史
誌
に
ラ
シ

l
ド
の
記
述
に
比

(
9
)
 

ベ、
一
よ
り
具
韓
的
で
詳
し
い
記
事
を
記
載
し
て
い
る
〔
叶
C
¥
B印
一
見
台
|
見
与
一
¥貫一

8
l
E〕
。
そ
の
詳
細
は
次
-
章
で
分
析
す
る
が
、
そ
れ

は
、
七

O
二
年
〆
二
ニ

O
二

O
三
年
に
起
こ
っ
た
、
一
人
の
サ
イ
イ
ド
が
集
固
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
事
件
に
激
怒
し
た
ガ
ザ
ン
が
、
サ
イ

イ
ド
の
保
護
を
求
め
て
、
「
タ
*
フ
リ
ー
ズ
の
シ
ャ
ム
仰
向
日
〔
H

シ
ャ
ン
ブ
〕
の
慈
善
施
設
公

-Z与
と
・
玄
ロ
〉
、
ル
ー
ム
、
バ
グ
ダ
ー
ド
、
ヶ

ル
マ

l
ン
、
シ

l
ラ
l
ズ
と
い
っ
た
全
世
界
(
郎
C
H
U
F
a
-
z
d司
包
ム

g
E邑
停
者
同

E
Z士
ヨ
曲
目
也
子
ム
阿
佐
山
口
〉
に
、
往
来
す
る
サ
イ
イ

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
!
ダ
を
建
造
せ
よ
」
と
い
う
命
を
出
し
た
〔
寸
C
¥

そ
し
て
、

何
よ
り
も
ア
ブ
ル
カ

l
ス
ィ
ム
・
カ

I
シ
ャ

l
ニ

l

〉
-uP4fC削
氏
自

ド
(
咽
削
全
円
・
ロ
』
者
同
門
出
H

者
同
受
忍
咽
同
門
同
e
c
l
N
2
4
4
司
仰
同
ム
印
削
仏
mFC
の
た
め
に
、

(

叩

)

B
回日見切
σ
u
¥
買
い
お
〕
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

557 

こ
の
建
造
の
年
代
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、

タ
。
フ
リ
ー
ズ
の
シ
ャ
ン
プ
の
ガ
ザ
ン
廟
(
宮

σ
g・
1
t
o
の
建
設
は
、

六
九
六
年
ズ
ル
ヒ

ッ
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ジ
ャ
月
一
六
日
/
一
二
九
七
年
一

O
月
五
日
に
始
ま
る
〔
の
叶
仏
N
A
〕。

ガ
ザ
ン
が
、

そ
の
シ
ャ
ン
ブ
に
ラ
サ
ド

と
し、

?そ
52 
よは

ー寸

つシ
μ」ヤ

「、ム
r、〈

吋 27
8 ャ

とE ン令
o (¥.:; 

フぷ
~白

0... 
¥ーノの

〔
天
文
時
計
蓋
〕

の
建
造
を
命
じ
た
の
は
、

六
九
九
年
ラ
マ
ダ

l
ン
月
一
六
日
/
一
一
一
一

O
O年
六
月
五
日
で
あ
る
が
、

時
黙
で

廟

(mE
宮内
Z
h
u
r
)
と
慈
善
施
設
す
σヨ
与
と
'
E
H
H)

ガ
ザ
ニ

l
ヤ
の
慈
善
施
設
は
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、

の
わ
き
に
ラ
サ
ド

一
件
を
建
て
よ
」

こ
の

」
れ
は

上
記
の
ラ

シ
l
ド
の
、

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
が

「
フ
ァ
キ
l
フ
や

ス
l
フ
ィ
ー
や
他
の
者
た
ち
」
の
た
め
の
諸
施
設
の
後
に
建
造
さ
れ
た
と
い
う
記
述
と
も
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
カ

l
シ
ャ

-
ニ

l
の
記
述
で
は
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
ダ

i
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
建
造
の
計
劃
は
シ
リ
ア
遠
征
の
た
め
の
モ
ラ
ス
ィ
ル
近
郊
の
ア

l
ナ
(
メ

E
)
と
ハ
デ
ィ

l
サ
(
司
包
同
町
白
)
へ
向
か
う
途
上
で
護
案
さ
れ
た
が
、
ア

l
ナ
到
着
は
こ

の
年
の
ラ
ジ
て
フ
月
一
一
一
日
/
一
三

O
三

年
三
月
二
日
で
あ
っ
た
〔
の
づ
ωωω
〕
。
建
造
の
日
附
は
、
七

O
二
年
一
フ
ジ
ャ
ブ
月
/
一
三

O
三
年
二
|
三
月
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

白

山

岳

N
'
F

〉
ゲ
H
U

の

所
在
の
一
篤
本
中
に
、
明
ら
か
に
カ

l
シ
ャ

l
ニ
l
の
記
述
に
基
づ
い
た
記
事
が
存
在
す
る
〔
N
C
吋一

HOE-〕。

ま
た
、
バ
ヤ
l
ニ
l

u
〈
・
∞
ミ
削
コ
同
氏
が
紹
介
す
る
ハ

I
フ
ィ
ゼ
・
ア
ブ
ル

l

〉

h
b
W
3
H
R
b
N‘
同

1
b
g
N
M
「町村

の
イ
ラ
ン

同

-
J

-

、

ふ
/

ふ

/

そ
こ
で
は
、

そ
の
建

- 52ー

造
地
に
閲
し
て

イ
ス
フ
ア
ハ

l
ン

カ

l
シ
ャ

1
ン

ル
ー
ム
の
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
、
冨
阻
害
包
ム
〉
ヨ
同
町
白
一

-
Z
P
B
E
E、
お
よ
び
タ
ゃフ
リ
ー
ズ

の
シ
ャ
ン
ブ
に
建
造
さ
れ
た
と
い
う
〔
N
O
叶一

HOE-〕。

地
理
主国

ミ
N
h
N
F
b
H
b
N
a
む
と
与
は
、

宮印刷
Y
E
L

メ
-

す
な
わ
ち
ナ
ジ
ャ
フ
に
ガ

ザ
ン
が
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
し
た
こ
と
を
停
え
て
お
り
〔
Z
P
一ω也、

ハ
ー
フ
ィ
ゼ
・
ア
ブ
ル

l
の
五
四
る

冨印刷

}HE--
〉

B
日
同

白一・富国

HHMEE
が
ナ
ジ
ャ
フ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

(

日

)

が
存
在
す
る
。

ま
た
、

ス
ィ
ヴ
ァ
ス
の
ダ
l
ル
ザ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
に
閲
し
て
は
、
ラ
シ

l
ド
の
書
簡

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
、

七

O
二
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
/
二
ニ

O
三
年
二
|
三
月
に
、

シ
l
ラ
l
ズ
、
バ
グ
ダ
ー
ド
、
ケ
ル
マ

l
ン
、
ヵ

l
シ
ャ

l
ン、

ガ
ザ
ン
は

タ
e

フ
リ

ー
ズ
の
シ
ャ
ン
ブ
の
ガ
ザ

一一
l

ャ
、
イ
ス
フ
ア
ハ

l
ン、

ス
ィ
ヴ
ァ
ス
、

ナ
ジ
ャ
フ
の
八
都
市
と
確
認
で
き

な
い
他
の
ニ
都
市
、

一
O
都
市
に
ダ
l
ル
ッ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
し

運
営
の
た
め
の
ワ
ク
フ
を
設
定
し
て
レ
た
こ
と
が
剣
現
す
る
。

そ
し

て
、
ゴ
ロ
ム
ベ
ク
と
ウ
ィ
ル
パ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、

ガ
ザ
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
が
そ
の
後
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
プ
ロ
ト
タ
イ



プ
で
あ
っ
た
と
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
か
ら
直
接
に
そ
の
機
能
に
闘
す
る
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
些
京
早
計
で
あ
ろ
う
。
よ
り
詳
細
な
情
報
が
我
々
に
と
っ
て

必
要
で
あ
る
。

2 

「
カ
l
シ
ャ
l
ン
の

一
一
一
村
に
閲
す
る
ワ
ク
フ
文
書
」

あ
る
施
設
の
機
能
を
明
確
に
す
る
う
え
で
、
そ
の
ワ
ク
フ
文
書
は
極
め
て
有
数
な
史
料
と
な
る
。

雑
誌
、
ミ

-E昌・
E

こ
3
w
H
-
N
Q遺
言
四
競
一
九
五
六
年
に
掲
載
さ
れ
た
、

(

ロ

)

u二
田

F
F
門
戸
同
町
内
山
田
H

H

内
町
民
削
ロ
ョ
と
い
う
文
書
が
あ
る
。
校
訂
者
ア
フ
シ
ャ

l
ル
戸
〉
片
山
町
氏
は
、

「
カ
l
シ
ャ
l
ン
の
三
村
に
闘
す
る
ワ
ク
フ
文
書
」

E

巧
2
2削
B白
'

そ
の
序
文
で
、
こ
の
文
書
は
、

カ

1
シ
ャ

i

ン
の
水
利
管
理
人
(
日
可削
σ)
サ
イ
イ
ド
・
ア
サ
イ
ン

ωミ
可
正
司

5
3ロ
と
い
う
人
物
が
所
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
八
×
二
九

O
叩
の
巻

- 53一

物
の
形
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

七
O
三
年
ラ
マ
ダ
l
ン
月
半
ば
/
一
一
一
一

O
四
年
四
月
の
、

(

日

)

ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
治
世
に
作
成
さ
れ
た
カ

l
シ
ャ

1
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ワ
ク
フ
文
書
の
篤
し
で
あ
る
こ
と
を
既
に
示
し
て
い
る
。
し

か
し
、
現
在
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
バ
ン
』
・
〉
ロ
ゲ
古
氏
が
、
こ
の
文
書
の
詮
人
の
中
に
、
ヤ
ズ
ド
の
ニ
ザ

l
ム
家
の
一
員
が
い
る
こ
と
を
示

(
日
比
)

し
、
ま
た
イ
ラ
ン
に
お
い
て
地
名
研
究
に
用
い
ら
れ
た
以
外
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
研
究
に
供
さ
れ
て
い
な
い
。

ア
フ
シ
ャ

l
ル
氏
は
、
こ
の
文
書
が
、

以
下
に
、
こ
の
文
書
の
本
文
の
謹
出
を
試
み
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
に
は
、
冒
頭
部
分
が
絞
け
て
お
り
、

ワ
ク
フ
劃
象
施
設
の
ダ

l
ル
ッ
ス

ィ
ヤ

l
ダ
の
周
囲
の
記
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、

以
下
の
需
で
は
、

そ
の
周
圏
の
記
述
は
省
略
し
た
(
〔

]
内
に
テ
キ
ス
ト
上
の
ベ
l
ジ
を
示

す)。

〔
一
二
三
頁
〕
・
:
。
そ
れ
を
彼
ら
〔
サ
イ
イ
ド
た
ち
〕
の
住
居
、

(
お
)

回
牛
肉
ロ
ア

A
R
E
E
R削凹
E
P
宮
門
司
同
冨
口
同

g
g仰
げ
包
の
全
瞳
す
べ
て
を
ワ
ク
フ
と
し
た
。

り
、
境
界
と
描
寓
の
記
述
は
な
し
で
済
み
、
住
民
公

E
U
-
E〉
の
聞
で
こ
の
名
で
有
名
で
あ
る
た
め
こ
れ
以
上
の
説
明
と
紹
介
は
必
要

宿
泊
所
と
な
る
よ
う
《
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
》
と
名
付
け
、

心
田
岡
山
、
白

」
れ
ら
三
村
は
そ
こ
で
よ
く
知
ら
れ
て
お

559 
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:
:
、
。

カ
中
山

L
〔
以
下
の
よ
う
に
〕
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、

ム
タ
ワ
ツ
リ

1

5
三
国
巧
丘
一
刊
は

そ
れ
ら
〔
一
二
村
〕
を
掌
握
し
、
繁
築
さ
せ
、
そ
の
牧

盆

2
2-]』
冨
)
を
、

ワ
ク
フ
物
件

(
5
2色
針
。

の
管
理
と
そ
れ
に
必
要
な
、
耕
作
者
の
賃
金
子
戸
甘
え
回
一
・
白
E

E門
)
、
種
子
(
と
・
ゲ
ロ
刷
。
円
)

(

日

)

(

口

)

や
〔
鋤
な
ど
の
〕
耕
作
要
素
(
白
て
堂
々
削
ヨ
ニ
〉
お
よ
び
そ
の
準
備
に
役
立
つ
そ
の
他
の
も
の

(ru--Hg間
三
笠
H
r
u
t
d
包
工
品
)

の
整
備
の
代
金
に
用
い
た
後
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
と
名
付
け
ら
れ
た
ワ
ク
フ
封
象
施
設
公
一

σzh民
主

g
E
A民
正
白
ナ

E
〉
の
責

産
(
円
同
官

E
C
の
管
理
、

敷
物
、
調
理
器
具
、

い
る
。

そ
の
施
設
の
装
飾
、

そ
れ
に
必
要
で
、
そ
の
よ
う
な
施
設
に
通
常
備
わ
っ
て
い
る

(
u
R
W
J
同門吉

ヨ
田
明白]白，rp)

ロ
ウ
ソ
ク
、

E
蹴
仁
油
(
同
一
・
σ
自
門
〉
の
整
備
と
祝
福
さ
れ
た
夜
の
、
通
常
以
上
の
そ
の
整
備
に
留
意
す
る
た
め
に
用

〔
ま
た
〕
以
下
に
説
明
さ
れ
る
諸
事

(と・

5
2巴
宇
〉
、
配
給
〈
と

-
B
E
g
s官
。
に
用
い
る
。

ム
タ
ワ
ツ
リ

ー
に

(
問
)

る。

〔
以
下
の
よ
う
に
〕
命
じ
た
。

す
な
わ
ち
、

サ
イ
イ
ド
た
ち
に
係
わ
る
そ
の
施
設
に

〔
以
下
の
者
た
ち
を
〕
定
め

5
削
自
〔
躍
奔
導
師
〕
/
サ
イ
イ
ド
の
子
供
た
ち
を
教
育
す
る
ヨ
ロ
丘
一
一
ヨ

〔
教
師
〕
/
g
g
w印刷削
弓
/

〔
一
二
四
頁
〕

そ
こ
で
至
高
な

- 54-

る
紳
の
言
葉
の
讃
請
に
従
事
す
る
官
民
引
五
人
/
四
回
口
忠
〔
清
掃
人
〕
/
宮
司
君
与
〔
門
番
〕

/
g
g山
場
〔
水
運
び
〕

/
g丘
E
巴
〔
料
理

人〕

/
蓋
所
の
必
需
品
を
取
り
揃
え
る
ヨ
己
主
与

〔係
の
職
員
〕

毎
年
、

-
B削
ヨ
に

5
0
仏
宮
町
'
B
d
p
自
己
民
間
一
ロ
ヨ
に

5
0
仏
宮
町
の
俸
給
を
興
え
る
。
残
り
の
者
た
ち
各
々
に
き
告
ロ
削
同
を
輿
え

る。
貧
し
い
サ
イ
イ
ド
た
ち
の
う
ち
か
ら
、

そ
の
施
設
に
滞
在
し
、
信
仰
生
活
(
白
て
忌
削
合
同
〉
を
迭
る
二
五
人
を
定
め
る
。
彼
ら
は
、
適
切

適
蛍
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
公
-
E
C
E
S
E
E
Z白
σて
-
ふ
と
削
ゲ
戸
話
回
よ
由
主
注
。
、
法
的
に
そ
の

が
受
入
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
(
と
・

5
2
g合
E
Eム戸
M
E
-
-
r
E仕
立
'
E
S
Eへ
き
)
。

定
め
ら
れ
た
〔
以
下
の
〕
各
配
給
、
各
支
給
(
ピ
ヨ
一
白
骨
)
に
お
い
て
も
遵
守
さ
れ
る
。

〔
サ
イ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
の
〕
誼
明

こ
の
篠
件
は

彼
ら
の
擢
利
の
た
め
に



滞
在
者
の
各
々
に
毎
年
包
仏
宮
町
内
問
ぷ
を
興
え
る
〔
計

g
o
b
E円〕。

そ
の
施
設
を
通
過
す
る
〔
サ
イ
イ
ド
の
〕
旗
行
者
に
封
し
、

毎
年
勾

g
L宮
町
と
な
る
よ
う
に
、

毎
日
ご
帆
仏
宮
町
を
パ
ン
と
副

食
に
使
う
。

そ
こ
を
通
過
す
る
者
四

O
O人
に
、
靴
代
と
し
て
、
各
人
ω
岳
ロ
符
-
H
色
町
、
毎
年
〔
計
〕

H
N
C
O

仏
宮
町
を
興
え
る
。

コ
l
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
ム
の
法
(
郎
田
町
山

w
F
A

丘

-rzs〉
の
皐
習
に
従
事
す
る
、

サ
イ
イ
ド
の
貧
し
い
子
供
た
ち
ニ

O
人
に
、
毎
年
、
各
人

ω
。仏同ロ削同、

〔計〕

8
0
色
刷
ロ
符
を
使
う
。

十
分
な
も
の
を
明
ら
か
に
(
芯
E
Eロ
〉
持
た
ず
、
必
要
経
費
(
官
官
ゲ
ゲ
ロ
ロ
ロ
る
を
支
排
え
な
い
貧
し
い
サ
イ
イ
ド
の
娘
た
ち
の
結
婚

〔
資
金
〕
(
仲
良

1
8
に
、
彼
女
た
ち
の
二

O
人
に
、
各
人
旬
。
門
町
ロ
仰
吋
を
使
い
、
毎
年
〔
計
〕

5
0
0
円
宮
町
を
使
う
。

サ
イ
イ
ド
た
ち
の
死
者
の
埋
葬
〔
費
〕

(
S即
E
N
5
2
3
E
E
B
)
に、

そ
の
一

O
人
分
、
各
人
。
岳
ロ
符
で
、
毎
年
〔
計
〕

g
仏
宮
町

サ
イ
イ
ド
た
ち
の
病
人
の
諸
事

(
5
3巳
忌
)
と
そ
の
治
療
公
包
副
主
)
に
、
薬
代
、

年

JEO
仏
宮
町
内
色
町
、
彼
ら
の
治
療
に
播
わ
る
窓
σ
F
〔
醤
者
〕
に

5
0
仏
宮
町
、

人
〕
に

g
円
四
日
口
町
を
使
う
。

シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
代
と
し
て
、
〔
一
二
五
頁
〕
毎

病
人
の
諸
事
〔
の
管
理
〕
を
行
う
包
含
日
〔
管
理

- 55ー

を
使
う
。

そ
の
仏
門
口
町
-
H
巴
仰
の
す
べ
て
は
、
同
円
四
日
ロ
卸
円
が
、
合
同
】
官
自
》
で
知
ら
れ
て
い
る
岳
町
「
白

HHHam注
目
で
。

E
F白
B
-
P芯
同
に
重
さ
が

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(

四

〉

そ
の
施
設
の
管
理

(
5
5削
Fσ
民
同
一

-EA曲
。
と
ワ
ク
フ
の
監
督

(BC]島
忠
呉
国

-ag意
向
)
を
行
う
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
と
上
述
の
諸
事

を
彼
に
代
わ
っ
て
代
行
す
る
者

(
5
8
可白ロロ

E
f
H
h
E〉
と
に
、

の
中
か
ら
ロ
巴
σ
の
賃
金
(
ロ
肺
門
曲
。
を
定
め
、
残
り
を
自
ら
の
た
め
に
用
い
る
。

こ
れ
に
闘
す
る
擢
限
(
と
・
三
}
副
司
丘
中
也

E
E
)
〔H
S己
ぽ
巳
〕
を
、 毎

年

5
0
0
仏
宮
町
内
巴
仰
を
定
め
た
。

〔
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
は
〕
そ

561 
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国
-
・
ロ
ロ
門
官
ゲ
刊
の
同
E
F
-
-
巳・ロ

E
Z
5
S合
ゲ
・
白
】

'SUN-仏白
-EBロ
A
2
2自
由

-Eg
t
匂
ぞ
円
・
・
・
同
]
・
ロ

E

Z
ロ
-zgg包
ぴ
・
白
]
『
凹
白
山
、
可
正

(

初

)

由
]Eg
d
吋同町・・・同
]-UHロ
宮
与
白

g
g白
仏
国
]

l

恒

2
8
H
回
一・河
仰
ぎ
同
ロ
缶
四
-
大
同
WHI--
〔
賛
辞
省
略
〕

1
1
1
に
輿
え
る
。
'
次
い
で
、
彼
の

子
供
の
う
ち
の
最
年
長
者
に
、
次
い
で
、
そ
の
子
供
の
子
供
に
、
子
孫
が
増
え
緩
い
て

い
く
限
り
、
子
々
孫
々
に
。
次
い
で
、
こ
の
都
市

の
サ
イ
イ
ド
の
諸
事
を
法
的
に
統
括
す
る
者
(
目
白
ロ
ヨ
S
4
4
丘
町
ロ
ヨ
司
自
由
-
'
印
刷
含

t
r
E
E
と

-z-EtrHRE)
に
輿
与え
る
。

(

幻

)

園
家
の
ワ
ク
フ
の
ム
タ
ワ
ツ
リ

l
(
B
Z
S
当
丘
町
丘
・

2ρ
忠
弘
'
自
由

g
F
E
C
と
そ
の
吏
員
(
自
己
区
窓
口
広
・
}
戸
山
)
に
は
、

十
分
の
一
税

(
白
て
忘
る
や
附
加
税
(
同
-
A
R
J

の
名
目
や
、

他
の
理
由
で
、

こ
の
ワ
ク
フ
物
件
(
ゲ
印
刷

E'JsB2色
伊
丹
)
に
干
渉
す
る
権
限
(
巳
-
S

ピ
E仏
)
は
全
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、

ワ
ク
フ
と
詮
明
(
と
・

42S問
看
守
」
ム
笹
山
仏
)
が
、

至
高
な
る
神
と
選
ば
れ
た
る
預
言
者
と
敬
度
な
る
そ
の
一
族
に
近

づ
か
ん
が
た
め
に
行
わ
れ
た
。

ワ
l
キ
フ
た
る
と

apgロ
|
|
〔
賛
辞
省
略
〕
|
|
と
こ
の
件
に
働
き
、

そ
の
完
、
途
と
履
行
に
努
め
る

- 56-

者
が
、

『
す
べ
て
の
人
が
め
い
め
い
の
善
行
と
悪
行
と
を
自
の
前
に
示
さ
れ
る
臼
』
に
、
神
と
そ
の
預
言
者
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
、

で
あ
る
。

〔
一
二
六
頁
〕

〔
す
べ
て
の
人
は
〕

『
自
分
と
こ
の
日
と
の
あ
い
だ
に
遠
い
隔
た
り
が
あ
れ
ば
よ
い
の
に
と
望
む
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
神
は
紳
ご
自
身
に
こ
そ
用
心
す
る
よ
う
、

(

幻

)
V
G
』
。

お
ま
え
た
ち
に
警
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
紳
は
、
僕
た
ち
に
は
や
さ
し
く
あ
ら
せ
ら
れ

我
ら
に
は
至
高
な
る
紳
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

紳
が
、
最
後
の
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
と
そ
の
一
族
、
彼
の
数
友
た
ち
、

そ
の
善
行

に
績
く
者
に
、
最
後
の
審
判
の
日
に
至
る
ま
で
、
恵
み
を
垂
れ
た
ま
わ
ん
こ
と
を

本
文
の
記
述
に
績
き
、

イ
ス
マ
ア
イ

l
ル
・
ブ
ン
・
ヤ
フ
ヤ

l
・
ブ
ン

・
イ
ス
マ
ア
イ
l
ル
ゲ
自
民
ユ
ゲ
・

J
p
f
u
乱
回
ゲ
・
ゲ
自
由
J
-

な
る
人
物

の
詮
明
が
附
さ
れ
て
い
る
〔
一
二
六
頁
〕
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
一
簡
が
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
、

ワ
l
キ
フ
の
代
理
人
(
包
'
者
同
]
内
己
丘
4
4
4
同
企
同
〉
に
よ
り
、

わ
た
し
の
前
で
、

承
認
(
巳
t
ZH削
る
が
行
わ
れ
、

そ
の
代
理

擢
(
由
「
三
百
一
回
同
〉
に
基
づ
き
、
そ
の
謹
書
(
同
]'ra三
口
忠
〉
が
書
か
れ
た
」

そ
し
て
、
こ
の
末
尾
に
七

O
三
年
ラ
マ
ダ

l
ン
月
半
ば
/
一
三

O
四
年
四
月
一
九
日
の
日
附
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。



こ
の
人
物
は
、
大
カ
l
デ
ィ
l
(
色
合
巳
ム
ロ
合
。
、
マ
ジ
ュ
ド
ゥ
ヅ
デ
ィ
l
ン
・
シ
l
ラ
l
ズ
ィ
l
冨
同
町
円
四
回
目
・
ロ
宮
山
山
同
門
皆
同
で
あ
る
こ

(
m
A
)
 

と
が
、
彼
自
身
の
謹
明
の
一
文
の
下
に
示
さ
れ
て
い
る
。
浩
潟
な
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
涯
の
法
事
者
人
名
俸
を
著
し
た
ス
ブ
キ
!
と
'ω
ロ
ゲ
宮
は
、

こ
の
マ
ジ
ュ
ド
ゥ
ッ
デ
ィ

I
ン
・
イ
ス
マ
ァ
イ
I
ル
・
ブ
ン
・
ヤ
フ
ヤ
ー
が
、
父
か
ら
法
翠
の
教
え
を
受
け
た
後
、

一
五
歳
で
フ
ァ
ー

ル
ス
の

大
カ
l
デ
ィ
ー
と
な
り
、

七
五
年
間
、
初
期
の
六
箇
月
聞
を
除
き
、
そ
の
職
を
保
持
し
績
け
、

(
M
A
〉

七
月
二
三
日
に
九
四
歳
で
残
し
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。

七
五
六
年
ヲ
ジ
て
フ
月
一
二
日
/
一
三
五
五
年

切回同件。円曲、も、

一
三
二
七
年
と
一
三
四
七
年
に
シ
l
ヲ
l
ズ
を
訪
れ
た
イ
ブ
ン
・
バ
ト
ゥ
l
タ
早
口

(

お

)

そ
の
訪
問
時
に
面
舎
し
て
お
り
〔
初
日
間
一

E

g
〕
、
ま
た
彼
の
生
存
中
一
一
一
一
四

0
年
代
の
シ
l
一
7
1
ズ
で
そ
の
俸
記
集
の
箇

所
を
執
筆
し
て
い
た
イ
ブ
ン
・
ザ
ル
ク

1
プ
早
口

N
白
井
与
は
、

い
た
こ
と
を
停
え
る
〔
山
Z
一
口
ω
〕
。
彼
が
、

こ
の
家
系
が
一
五

0
年
間
フ
ァ
ー
ル
ス
の
大
カ
l
デ
ィ

1
職
を
保
持
し
て

一
三

O
四
年
四
月
の
時
貼
で
、
少
な
く
と
も
フ
ァ
ー
ル
ス
の
大
カ

I
デ
ィ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
開

違
い
な
く
、
こ
の
時
に
中
央
の
大
カ
l
デ
ィ
l
に
進
出
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、

ガ
ザ
ン
は
、

(
M
A
)
 

七
O
三
年
シ
ャ
ァ
パ
l
ン
月
末
/

一一一一

O
四
年
四
月
初
頭
に
多
営
地
図
旦
宮
・
宮
口
同
宮

の
ユ
ル
ト
を
出
費
し
〔
の
叶
一

- 57-

ω
。。〕、
サ
1
ヴ
ァ
を
経
て
レ
イ
に
向
か
う
途
中
病
気
が
再
費
、
レ
イ
近
郊
で
悪
化
す
る
。
そ
し
て
、
ゆ
っ
く
り
し
た
旗
程
で
ラ
マ
ダ

I
ン
月
末

/
五
月
初
頭
カ
ズ
ヴ
ィ
l
ン
近
郊
に
到
着
し
て
遺
言
を
行
い
、
七

O
三
年
シ
ャ
ツ
ヴ
ァ

l
ル
月
一
一
日
/
二
ニ

O
四
年
五
月
一
七
日
に
そ
の
地

で
残
し
て
い
る
〔
の
叶
ふ
ミ

l
g〕
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
書
が
護
殺
し
た
「
七

O
三
年
一
フ
マ
ダ
l
ン
月
牢
ば
」
に
は
、
ガ
ザ
ン
は
レ
イ
、
近
郊

も
し
く
は
カ
ズ
ヴ
ィ

I
ン
に
向
か
う
途
上
で
、
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

文
書
に
は
、
そ
の
大
カ
l
デ
ィ
l
の
謹
拐
に
次
い
で
、

ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ

1
ヴ
ア
ジ
l
冨
ロ
宮
5
5包
丘
・

ω削
需
品
刊
の
名
で
、

「巳・
ωロ
-
S
E
E
丸
山
}
凶
卸
ロ
阿
古
の
従
わ
れ
る
べ
き
許
可
と
い
と
古同
き
命
令
を
も
っ
て
、

私
に
よ
り

〔
こ
の
ワ
ク
フ
の
設
定
が
〕
行
わ
れ

た」

と

ワ
l
キ
フ
の
代
理
の
誼
明
が
附
さ
れ
て
い
る
〔
一
二
六
頁
〕
。

563 

こ
の
人
物
に
闘
し
て
は
、

t
J
司
宮
町
-

F

}

百
合
同
工

ω三
百
口
問
=
と
、

そ
の
役
職
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
六
九
七
年
ス
ル
ヒ

γ
ジ
ャ
月
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三
日
/
一
二
九
八
年
九
月
二
二
日
に
ヴ
ア
ズ
ィ

l
ル
に
任
じ
ら
れ
〔
の
叶
ふ
N
∞
〕
、
ガ
ザ
ン
治
世
末
に
信
任
さ
れ
た
人
物
と
し
て
、
サ
ァ
ド
ヮ
ッ

デ
ィ

l
ン
・
サ

I
ヴ
ア
ジ

I
ω
印
刷
仏
国
ケ
ロ
Z
ω
宮
、
白
仲
間
が
い
る
〔
の
叶
一
ω
色
"ω
宏
一
冨
〉
¥
ヨ
回
一
∞
日
T
¥門同一
N
S〕
。
彼
は
、
ガ
ザ
ン
最
後
の
旋
程

サ
l
ヴ
ァ
で
ガ
ザ
ン
も
出
席
し
た
宴
舎
を
聞
い
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
〔
の

H
J
ω
8
2〕。

に
同
行
し
、

回一白一岡山口

HURw
と
い
う
ニ
ス
パ
形
容
詞
が
指
す
の
は
、

し
た
が
っ
て
、
文
書
本
文
の
「
ワ

l
キ
フ
た
る
と
め
三
百
三
、

ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
で
あ
り
、
こ
の
文
書
が
、

サ
ァ
ド
ヮ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
サ

1
ヴ
ア
ジ

l
の
誼
明
の
中
の
土
色

ω三
百
三
可
白

ガ
ザ
ン
の
死
の
直
前
に
、

ガ
ザ
ン
を
ワ

l
キ

フ
、
ヴ
ア
ズ
ィ

l
ル
の
サ
ァ
ド
ゥ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
サ

l
ヴ
ア
ジ
ー
を
そ
の
代
理
と
し
て
、
作
成
、
設
行
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
文
書
の
内
容
、
す
な
わ
ち
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
様
々
な
ワ
ク
フ
の
篠
件
に
よ
っ
て
、

ガ
ザ
ン
が
設
定
し
た
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

ー
ダ
の
機
能
を
具
瞳
的
に
明
確
に
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
書
の
内
容
は
、
先
に
奉
げ
た
ラ
シ

l
ド
が
示
す
タ
ゃ
フ
リ
ー
ズ
の
シ
ャ
ン
ブ
の

ガ
ザ
ニ

l
ヤ
に
お
け
る
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
の
ワ
ク
フ
の
牧
盆
の
使
途
に
閲
す
る
記
述
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
比
較
の
た
め

(

幻

)

の
繰
り
返
し
は
避
け
る
が
、
筆
者
が
以
前
に
示
し
た
ヤ
ズ
ド
の
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
の
機
能
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

1
ダ
の
基
本
的
な
機
能
と
し
て
、
先
の
拙
稿
の
確
認
と
な
る
が
、

サ
イ
イ
ド
の
た
め
の
宿
泊
施
設
と
し
て
の
機
能
と
そ
れ

- 58ー

に
劃
し
設
定
さ
れ
た
ワ
ク
フ
に
基
づ
く
彼
ら
の
た
め
の
慈
善
の
竣
貼
と
し
て
の
機
能
の
、
二
つ
の
機
能
を
確
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

社
舎
政
策
と
し
て
の
ダ
l
ル
ヴ
ス
ィ
ヤ

1
ダ

ガ
ザ
ン
の
ダ

1
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
建
造
の
一
意
固
に
闘
し
て
は
、
ラ
シ

I
ド
等
が
サ
イ
イ
ド
へ
の
敬
意
の
た
め
と
説
明
し
て
い
る
。
現
在
の
研

〉
-
切
印
己
的
問
巳
氏
を
初
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
と
ガ
ザ
ン
が
ア
リ

l

(
お
)

廟
や
ア
サ
イ
ン
廟
に
参
詣
し
た
こ
と
を
基
に
ガ
ザ
ン
の
シ
l
ア
涯
傾
向
を
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ガ
ザ
ン
に
よ
る
ダ
l
ル
ッ
ス

究
朕
況
は
、

イ
ル
ハ
ン
期
の
宗
教
の
肢
況
を
概
観
し
た
パ
ウ
ザ

l
ニ

ガ
ザ
ン
の
個
人
的
な
信
仰
を
自

(
m
m
)
 

明
の
こ
と
と
し
て
第
一
の
要
因
と
考
え
る
前
に
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
を
誼
み
取
る
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ィ
ヤ

l
ダ
の
建
造
は
、
彼
の
改
革
政
治
と
並
行
し
て
、

そ
れ
も
か
な
り
遅
い
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。



ガ
ザ
ン
が
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
闘
し
て
は
、

に
ラ
シ
l
ド
等
の
記
述
に
比
べ
て
具
瞳
的
で
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、 先

に
も
鏑
れ
た
カ
!
シ
ャ

I
ニ

1
の
同
J
N
N
1
R
B

民
Q
W
W民話

ハ
ー
フ
ィ
ゼ
・
ア
ブ
ル
ー
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
讃
み
易

く
要
約
し
た
形
で
我
々
に
示
し
て
く
れ
で
も
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
分
析
を
逼
じ
そ
の
経
韓
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
記
事
は

同
A
N刷
、
問
h
門
a
帆

C
N
W
制
民
同
ぬ
に
お
い
て
、

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
が
シ
l
ア
涯
を
公
式
に
宣
言
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
記
す
た
め
に
書
か
れ

て
い
る
。

そ
れ
は
、

「七

O
二
年
の
あ
る
金
曜
日
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ジ
ャ
l
ミ
に
お
い
て
金
曜
薩
奔
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、

ア
リ

l
家
の
あ
る
一
員

(メ
F
d足
。
が
「
私
が
こ
の
イ
マ

l
ム
に
従
っ
て
躍
拝
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
」
と
言
っ
た
た
め
に
、
(
人
々
が
騒
ぎ
〔
N
の
叶
υ
H
O
E
-
〕)、

薩
拝
中
に
殺
さ
れ
〔
死
瞳
は
〕
燃
や
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
〔

H
d
¥日
∞
一
口
岳
山

¥
R
H
S〕
と
い
う
事
件
に
始
ま
る
。
こ
の
一
件
の
報
告
を
受
け
た

ガ
ザ
ン
は
、

ム
ス
リ
ム
が
大
し
た
理
由
も
な
く
自
分
の
信
じ
る
宗
教
の
預
言
者
の
子
孫
を
殺
害
し
た
こ
と
に
驚
き
激
怒
す
る
。

「
(
シ
リ
ア
(
似
削
H
H
H
)

遠
征
の
た
め
〔
N
U、H
J
H
S
ロ・〕)

ガ
ザ
ン
は
こ
の

騒
観
を
起
こ
し
た
者
を
す
べ
て
殺
す
よ
う
命
じ
た
後
、

ナ
と
ハ
デ
ィ
l
サ
に
向
か
っ
た
。
そ
の
途
上
、
彼
は
ウ
ラ
マ
ー
や
イ
マ
l
ム
た
ち
に
ム
ス
リ
ム
の
諸
見
解
の
劃
立
や
論
争
を
質
問
・
調
査
し
、

〔
モ
ウ
ス
ィ
ル
近
郊
の
〕

ア
ー

- 59-

様
々
に
異
な
っ
た
(
ヨ
ロ
江
田
口
町
)
マ
ズ
ハ
ブ
や
信
徒
集
圏
(
自
己
巳
〉
の
朕
況
を
尋
ね
て
い
た
。

そ
し
て
、

そ
の
封
立
の
激
し
さ
と
害
悪
を
知

っ
た
と
き
」
ガ
ザ
ン
は
、
開
学
者
の
た
め
の
マ
ド
ラ
サ
や
ス
l
フ
ィ
ー
の
た
め
の
ハ

1
ン
カ

I
フ
以
外
に
サ
イ
イ
ド
の
た
め
の
施
設
が
必
要
で
あ

る
と
の
結
論
に
達
し
た
と
カ
l
シ
ャ

1
ニ

l
の
テ
キ
ス
ト
は
述
べ
る
〔
吋
己
¥
B印
川
口
岳
山
¥
宗
一
宮
〕
。
こ
こ
で
の
彼
の
言
葉
は
、
先
に
示
し
た
ラ

シ
ー
ド
の
テ
キ
ス
ト
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
最
後
に
「
ま
さ
し
く
、
封
立
の
原
因
は
ア
γ
バ
l
ス
家
が
支
配
者
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
」
と
ま
で
断
じ
て
い
る
。

次
い
で
、

カ
l
シ
ャ
l
=
l
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、

寓
本
の
ほ
ぼ
一
葉
分
に
亙
っ
て
ア
リ
l
家
の
迫
害
の
歴
史
が
報
告
さ
れ
る

〔
吋
己
¥
片
岡
山
田

お
〕
。
こ
れ
を
聞
い
た
ガ
ザ
ン
は
先
に
示
し
た
よ
う
な
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
建
造
の
敷
令
を
護
布
す
る
の
で
あ
る
〔
吋
C
¥ヨ
白
川
口
忠
之
耳
目

560 

。ω
l
E〕。
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さ
ら
に
、

カ
l
シ
ャ
l
ニ
l
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、

ガ
ザ
ン
は
、
そ
の
年
の
シ
リ
ア
行
軍
中
も
宗
教
吠
況
に
関
す
る
調
査
を
讃
け
て
い
た

(ω〉

〔
近
臣
〕

(
E
E
)
で
あ
り
シ

l
ア
涯
を
奉
じ
て
い
た
タ
ル
ム
タ

l
ズ

叶

2
5
3
N
の
働
き
か
け
で
、

シ
l
ア
涯
を
採
用
す
る

ヵ:

イ
ナ
ク

決
心
を
し

フ
ト
パ
か
ら
ア
リ

l
以
前
の
三
名
の
カ
リ
フ
の
名
を
削
除
し
よ
う
と
す
る
。

」
の
政
策
は

民
衆
の
大
牢
は
ス
ン
ナ
涯
公
正

m
Zロ
ロ

同

当

日

仲

間

HHM仰
向印

)

で
あ
り
民
衆
の
ガ
ザ
ン
に
劃
す
る
敬
愛
に
動
揺
を
来
す
、

ロ
早
|
口
容
U
¥
宵
日
記
|
担
〕
。
こ
の
よ
う
な
記
述
を
受
け
て
、
テ
キ
ス
ト
は
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
が
最
終
的
に
シ

1
ア
涯
を
公
式
に
採
用
す
る
に

(
出
品
)

至
る
経
緯
を
述
べ
る
〔
、
H
，
C
¥ヨ
∞
・
口

F
ー
ロ
智
之
江
一

8
1
5
0〕
。

と
の
ラ
シ

l
ド
の
反
封
の
た
め
断
念
さ
れ
る

〔叶
C
¥
H
U印

涯

マ
ズ
ハ
ブ
の
針
立
・
抗
争
を
調
杏

τ、

ガ
ザ
ン
に
よ
る
ダ

l
ル
γ

ス
ィ
ヤ

l
ダ
建
造
の
一
一
意
固
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
ザ
ン
は
、
イ
ス
ラ
ム
内
の
宗

そ
の
解
決
の
た
め
の
手
段
と
し
て
こ
の
施
設
の
建
造
を
決
定
し
た
こ
と
が
判
る
。
そ
の
建
造
を
決

さ
て
、
以
上
の
内
容
よ
り
、

意
す
る
に
至
っ
た
直
接
の
契
機
は
サ
イ
イ
ド
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、

シ
l
ア
涯
掛
ス
ン
ナ
涯
の
抗
争
だ
け
が
そ
の
原
因
で
は
な
か

- 60ー

そ
の
質
態
は
未
だ
不
明
確
な
が
ら
も
、
ス
ン
ナ
涯
内
の
シ

(
閉
山
)

ャ
l
フ
ィ
イ
l
涯
と
ハ
ナ
フ
ィ
l
涯
の
劉
立
が
黛
涯
封
立
の
形
で
激
化
し
て
い
た
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
支
配

時
代
に
至
っ
て
も
こ
の
朕
況
が
積
い
て
い
た
こ
と
は
確
寅
で
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
が
シ

l
ア
涯
採
用
に
踏
切
っ
た
原
因
が
宮
廷
に
お
け
る
雨
涯
の

(
m
ω
)
 

劃
立
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
は
、
夙
に
バ
ウ
ザ

1
ニ
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

イ
ラ
ン
社
合
、
特
に
都
市
祉
舎
は
、

セ
ル
ジ
ュ

l
ク
朝
以
降
、

造
しガ
てザ
い〈ン
る34は:。、ーノ 、

れ
t主

一
二
九
七
年
に
着
工
さ
れ
た
タ
。
フ
リ
ー
ズ
の
ガ
ザ
ニ

I
ヤ
に
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ

l
涯
と
ハ
ナ
フ
ィ

1
涯
の
各
々
の
マ
ド
ラ
サ
を
建

ザ
ン
ギ
l
朝
ヌ
l
ル
ッ
、
テ
ィ
ー
ン

Z
U門
出
ゲ
ロ

E
や
ア
イ
ユ
l
ブ
朝
サ
ラ

1
フ
ッ
デ
ィ
l
ン

ω白
zf一
回目・ロ

Z
が
か

(お〉

っ
て
シ
リ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
で
採
っ
た
政
策
を
お
そ
ら
く
踏
襲
し
た
、
南
涯
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
政
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
政

策
は
イ
ル
ハ
ン
領
内
の
抗
争
の
根
本
的
な
解
決
に
は
結
び
附
か
ず
、
抗
争
の
原
因
を
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
支
配
に
蹄
す
断
言
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
こ
こ
に
ガ
ザ
ン
は
、
従
来
の
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
の
構
造
繁
草
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
ダ

i
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

1
ダ
を
各
地
に
建
造
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
と
し
て
の
サ
イ
イ
ド
を
祉
舎
の
接
と
す
る
新
た
な
吐
曾
政
策
を
貫
施
し
た
の
だ
と
珠
想
で
き
る
。



一方、

ガ
ザ
ン
の
シ

l
ア
涯
傾
向
に
閲
し
て
は
、

カ
l
シ
ャ
l
ニ

1
の
記
述
に
劃
し
て
ラ
シ
l
ド
が
、
「
〔
私
は
預
言
者
の
一
族
を
敬
愛
し
て

は
い
る
が
〕
私
が
教
友
(
包
宮
宮
)
〔
特
に
一
一
一
名
の
カ
リ
フ
を
指
す
〕
を
否
定
す
る
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
ガ
ザ
ン
の
言
葉
を
記

し
、
「
〔
ガ
ザ
ン
は
〕
常
に
黛
涯
心
な
し
に
(
吉
宮
偽

3
2
3
〔
預
言
者
の
〕
一
族
を
讃
え
て
お
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
か
叶
品
S

AS
S
。

た
だ
し
、
ガ
ザ
ン
を
「
イ
ス
ラ
ム
の
帝
王
(
司
包
釘
r
l
-
F
E
B
)」
と
呼
び
、
嘗
時
の
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ

I
涯
を
代
表
す
る
人
物
〔
、
H
，

C
¥自白川

〈
叩
山
〉

H
3白
山
¥
買
い
宮
山
N
O吋口

HOE-〕
で
反
シ

l
ア
涯
の
立
場
を
と
る
ラ
シ
l
ド
が
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
建
造
の
経
緯
に
関
す
る
暖
昧
な
記
述
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ガ
ザ
ン
の
シ
l
ア
涯
傾
向
を
隠
蔽
し
イ
ス
ラ
ム
へ
の
信
仰
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

ガ
ザ
ン
が
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
を
建
造
し
た
時
黙
で
は
シ
l
ア
涯
に
つ

い
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、
サ
イ
イ
ド
へ
の
敬
意
や
」
仏
品
円
こ
と
呼
ば
れ
る
年
金
等

が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
優
遇
措
置
自
瞳
は
、
一
般
の
ス
ン
ナ
涯
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
サ
イ
イ
ド
が
す
な
わ
ち
シ

I
ア
涯
で

(
閉
山
)

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ラ
シ
l
ド
自
身
も
何
人
も
の
サ
イ
イ
ド
を
そ
の
協
力
者
と
し
て
擁
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
ガ

し
か
し
な
が
ら
、

カ
l
シ
ャ

I
ニ

l
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
、

ザ
ン
臨
終
時
の
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ワ
ク
フ
文
書
を
確
認
し
た
の
は
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
涯
の
大
カ
l
デ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。

共
感
が
ガ
ザ

γ
の
内
面
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
は
そ
れ
と
は
別
の
意
義
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
た
。

シ
l
ア
涯
へ
の

- 61ー

ハ
ー
フ
ィ
ゼ
・
ア

ブ
ル
ー
は
、

帝
王
ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
は
そ
の
一
薫
(
芯
民
同
)
〔
シ

I
ア
涯
〕

に
全
き
好
意
を
持
っ
て
い
た
が
、

ほ
の
め
ヵ、
し

ょ
ペコ

，-、・7
IN 、
のイさ
叶え
と2 も

E決
'-' v 

て

〔シ

I
ア
波
支
持
を
〕
公
に
せ
ず
、
民
衆
の
利
盆
を
常
に
傘
重
し
て
い
た

と
、
ガ
ザ
ン
に
お
い
て
は
常
に
政
策
が
優
先
し
た
と
の
評
債
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
評
債
を
我
々
も
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

ガ
ザ
ン
に
よ
る
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
建
造
は
、

イ
ス
ラ
ム
を
受
容
し
た
モ
ン
ゴ
ル
政
権
が
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
以
来
の
イ
ス

ラ
ム
祉
舎
の
在
り
方
を
積
極
的
に
襲
草
す
る
た
め
の
、
明
確
な
政
策
意
志
の
護
現
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
政
策
は
、
吐
舎
の

各
黛
涯
の
バ
ラ
シ
ス
の
中
心
に
、
カ
リ
フ
位
喪
失
後
の
イ
ス
ラ
ム
の
権
威
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
預
言
者
の
子
孫
で
あ
る
サ
イ
イ
ド
を
据
え
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て
、
社
舎
の
安
定
化
を
圃
る
こ
と
、
同
時
に
、
そ
の
社
舎
の
一
核
を
園
家
が
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
掌
揮
し
管
理
し
て
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
イ

ス
ラ
ム
吐
舎
の
統
治
者
と
し
て
の
安
定
性
を
増
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
、
と
ま
と
め
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l

ダ
は
、

サ
イ
イ
ド
を
祉
舎
の
一
核
と
し
園
家
の
側
に
取
り
込
む
祉
舎
政
策
の
た
め
の
装
置
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ダ
l
ル

γ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
建
造
の
影
響

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
建
造
の
政
策
は
、
後
の
震
政
者
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
興
え
た
よ
う
で
あ
る
。
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
は
そ
の
即
位
直
後

(
お
)

に
建
設
を
始
め
た
ス
ル
タ
l

一で
l

ヤ
に
、
や
は
り
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
朝
ム
バ

l
リ
ズ
ヅ
デ
ィ

〈

ω)

l
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
宮
ロ
ゲ
仰
己
目
白
-
・
ロ

z
y
p
r即
日
自
主
の
ケ
ル
マ

l
ン
の
も
の
、
テ
ィ
ム

l
ル
朝
テ
ィ
ム

l
ル
吋
H
B
R
の
シ
ャ
フ
レ
・
サ

(

ω

)

(

H

U

)

 

ブ
ズ
の
も
の
、
同
朝
ス
ル
タ
l
ン
・
ア
サ
イ
ン

ω己
芯
ロ
恒

5
巳
ロ
の
へ
ラ
l
ト
の
も
の
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
閥
係
も

あ
り
、
個
々
の
施
設
と
そ
の
政
策
の
分
析
は
別
の
機
舎
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
ら
が
ガ
ザ
ン
の
諸
施
設
の
中
心
で
あ
っ
た
タ
守
フ
リ
ー
ズ
郊

(
川
恒
〉

ガ
ザ
一
一

l
ヤ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
各
震
政
者
の
「
首
都
」
と
/
も
し
く
は
「
墓
所
」
に
サ

外
の
ガ
ザ
-
一

l
ヤ
の
も
の
の
性
格
を
纏
承
し
、

- 62ー

イ
イ
ド
を
集
め
る
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
み
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ガ
ザ
ン
の
政
策
に
覗
貼
を
戻
す
と
、
彼
は
、

カ
l
シ
ャ

l
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
に
、

カ
l
シ
ャ

l
ン
の
サ
イ
イ
ド

の
長
「
ナ
キ
1
ブ
」
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ラ

l
ル
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ム
ル
タ
ダ
ー
を
任
じ
て
お
り
、

ま
た
、

タ
ゃ
フ
リ
ー
ズ
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
に

お
い
て
も
、

「
そ
の
地
に
住
む
ナ
キ

I
ブ
に
属
す
サ
イ
イ
ド
」
の
生
計
費
を
そ
こ
を
援
貼
に
興
え
て
い
く
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ラ
シ

l

ド
が
俸
え
て
お
り
、

ナ
キ
l
プ
が
こ
の
施
設
の
運
営
に
播
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
剣
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ダ
l
ル
ヅ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
基
貼
と
し
た

サ
イ
イ
ド
を
按
と
す
る
祉
舎
政
策
が
、
さ
ら
に
ナ
キ
l
ブ
を
一
核
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
黙
に
焦
黙
を
絞
り
、
ガ
ザ

ン
の
政
策
の
以
後
の
歴
史
の
展
開
へ
の
影
響
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
作
業
は
、
逆
照
射
し
て
ガ
ザ
ン
の
政
策
の
性
格
を
よ
り
明

確
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。



1 

ナ

キ

フ

ナ
キ

l
プ
の
職
務
自
瞳
は
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
か
ら
存
在
し
た
。
サ
イ
イ
ド
家
系
の
確
認
と
政
府
か
ら
の
年
金
の
分
配
、
さ
ら
に
は
サ
イ
イ

(
必
)

ド
に
劃
す
る
裁
判
を
行
う
。
セ
ル
ジ

ι
I
ク
朝
時
代
ま
で
に
は
、
ラ
ム
ト
ン
氏
の
言
を
引
け
ば
、
サ
イ
イ
ド
た
ち
は
「
様
々
な
地
域
で
ナ
キ

l

(

必

)

プ
の
下
、
緩
や
か
な
自
治
瞳
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
」
。

ガ
ザ
ン
が
利
用
し
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
の
管
理
を
委
ね
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な

都
市
、
地
域
単
位
の
ナ
キ
l
ブ
で
あ
っ
た
。
こ
の
朕
態
が
、

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
治
世
以
降
襲
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
以
下
に
奉
げ
る
事
例
に
よ

っ
て
窺
わ
れ
る
。

A 

ス
ィ
ヴ
ア
ス
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
治
世
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、

の
文
面
か
ら
、
朱
印
(
包

-gg官
)
を
伴
う
ス
ィ
ヴ
ア
ス
の
費
額
た
ち
に
劃
す
る
布
告
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
必
)

ス
ィ
ヴ
ァ
ス
の
ダ

1
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
に
闘
す
る
ラ
シ

l
ド
の
書
簡
が
存
在
す
る
。
そ

こ
れ
は
、

ラ
シ

l
ド
が
、

ス
ィ
ヴ
ア
ス
の
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
に
闘
し

そ
の
吏
員
や
職
員
が
怠
慢
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

ワ
ク
フ
物
件
が
カ
イ
セ
リ
ヤ
等
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ス
ィ
ヴ
ア
ス
の
物
件

- 63ー

ま

た
、
そ
の
地
の
サ
イ
イ
ド
た
ち
が
オ
ル
ド
に
到
来
し
て
行
っ
た
、

も
荒
慶
し
た
た
め
ダ

l
ル
γ

ス
ィ
ヤ

1
ダ
が
十
全
に
機
能
し
な
く
な
っ
た
と
の
陳
情
を
受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
息
子
ジ
ャ
ラ

1
ル
の
丸
山
一
を
含
む
ス
ィ
ヴ
ア
ス
の
助
手
た
ち
(
ロ
ロ
司
君
凶
ゲ
〉
に
、
そ
の
地
に
ハ
ン
マ
ー
ム
・
庖
舗
・
水
車
を
建
造
し
、
ま
た

zρ
白
ロ
白
老
削
工

閉
山
由
即
日
仏
H
u
u

と
名
付
け
る
四
本
の
カ
ナ
l
ト
を
掘
っ
て
、
そ
れ
ら
を
こ
の
ワ
グ
フ
に
組
み
込
む
こ
と
を
命
じ
た
と
書
き
、
逢
っ
て
い
る
。
ラ
シ
l
ド

の
個
人
活
動
を
列
奉
し
つ
つ
も
、

ワ
ク
フ
の
資
産
が
荒
躍
し
た
場
合
に
は
、
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
の
園
税
(
白
山
工
舎
さ
削
巳
)
か
ら
修
復
の
た
め
に
出

オ
ル
ド
で
行
わ
れ
た
陳
情
を
園
家
の
代
表
と
し
て
ラ
シ

I
ド
が
慮
理
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
し

費
す
る
よ
う
命
じ
て
お
り
、

て、

ス
ィ
ヴ
ァ
ス
の
サ
イ
イ
ド
た
ち
が
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
圏
家
が
管
理
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
ガ
ザ
ン
以
降
の
朕
況
も
剣
明
す
る
。
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B 

ナ
キ

I
プ
の
中
央
集
権
化
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吋
悶
脚
色
'
U
Z
〉
rc'J'm，
白
色
冨
ロ
ゲ
回
目
ヨ
同
門
日
〉
若
田
町
山
刊
は
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
の

(

必

)

シ
l
ア
波
公
式
採
用
に
影
響
を
興
え
た
人
物
で
あ
る
〔
叶
己
¥
ヨ
印
一
口
与
一
¥
百
一

S
H
o
o
-向
〉
一
月

Hー
ロ
品
。
叶
一

H
O
O
-
E
W
E
r
-〕
。
彼
は
、

(

U

)

 

ア
I
ヴ
ァ
出
身
の
家
系
の
出
で
ク
1

フ
ァ
に
生
ま
れ
宮
田
子
主
ム
〉

gH何
回
ナ
宮
口

B
E
E
メ
ロ
〔
ナ
ジ
ャ
ブ
〕
に
育
っ
た
〔
N
の
叶

HHoo-E〕。

〔
聖
廟
〕
が
ヤ
ル
リ
グ
の
命
に
よ
り
彼
に
委
ね
ら
れ
て
い

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
の
下
で
高
位
を
占
め
、

「
全
て
の
マ
ザ

I
ル
と
マ
シ
{
ハ
ド

サ
イ
イ
ド
の
タ

l
ジ
L

ッ
デ
ィ

l
ン
・
ア

l
ヴ
ア
ジ

l

彼
は
、

た」

〔叶
C
¥自
由
一
屈
町
一
¥
買
い

H
2
ω
N〕
と
い
う
。

一
回
世
紀
の
交
に
著
さ
れ
た
サ
イ
イ
ド
系
譜
集
《
匂
送
、
R
b
N
1
吋
と
芯
は
、
彼
が
「
イ
ラ

ク
・
レ
イ
・
ホ
ラ
l
サ
l
ン
・
フ
ァ
ー
ル
ス
・
そ
の
他
の
地
域
全
瞳
の
、

一
帝
園
の
大
ナ
キ

l
ブ
職
(
口
広
間
宮
仲
田

]

l

ロ
ロ
官

Eu
白
ケ
ヨ
同
日
間
]
停
)
」

に
任
じ
ら
れ
た
と
述
べ
る
〔
己
づ
匂
吋
〕
。

が
、
ナ
キ
l
ブ
の
代
表
に
多
大
な
権
限
を
興
え
る
ナ
キ

I
ブ
の
中
央
集
権
化
が
計
ら
れ
た
こ
と
が
剣
る
。
彼
の
擢
限
を
確
認
す
る
な
ら
、
明
確

で
あ
る
の
は
次
に
示
す
ナ
ジ
ャ
フ
の
ア
リ
l
腐
を
含
む
各
地
の
聖
廟
の
管
理
、
統
轄
で
あ
る
が
、
彼
が
ラ
シ

l
ド
の
陰
謀
の
た
め
に
慮
刑
さ
れ

た
こ
と
を
記
す
諸
史
料
か
ら
、
彼
が
サ
イ
イ
ド
へ
の
支
給
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
ま
た
、
ナ
ジ
ャ
フ
の
サ
イ
イ
ド
枇
舎
と
特
に
密
接

(
必
)

な
閥
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
史
料
の
職
名
を
そ
の
ま
ま
嘗
時
の
職
名
と
し
て
信
用
す
る
こ
と
に
は
躍
膳
せ
ざ
る
を
え
な
い

- 64-

C 

ナ
ジ
ャ
フ
の
ナ
キ

l
ブ

ナ
ジ
ャ
フ
に
も
ガ
ザ
ン
に
よ
っ
て
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
。

(
川
崎
)

ス
ン
ナ
涯
が
復
権
し
た
後
に
お
け
る
、

タ
l
ジ
ュ
ッ
デ
ィ

1
ン
が
慮
刑
さ
れ
、

そ
の
ナ
ジ
ャ
フ
の
ナ
キ

I
ブ
の
朕
況
を
示
す
事
例
を
、

ア
ブ

l
サ
イ
l
ド

〉
σロ
ωペ
広
治
世

七
年
に
そ
の
地
を
訪
れ
た
イ
ブ
ン
・
バ
ト
ゥ

l
タ
が
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
町
に
は
、
税
(
目
白
骨
曲
目
〉
も
な
く
、
徴
税
人

(
B白
F
r
)
も
い
な
い
。

そ
し
て
、
君
主
(

4

弔
問
ロ
ロ
〉
も
い
な
い
。
し
か
し
、
彼

ら
〔
ナ
ジ
ャ
フ
住
民
〕
を
シ
ャ
リ
l
フ
た
ち
の
ナ
キ
l
ブ
(
ロ

2
F
己
目
印
刷
品
。
が
統
治
し
て
い
る
。

(

印

)

シ
+
リ

I
フ
た
ち
の
ナ
キ

1
ブ
は
イ
ラ
ク
の
王
の
代
理
で
あ
る
(
自
己
ρ
包
含
g
g
E
B丘
二
仏
国
]
a
A
H
岡
山

ρ
む。

〔
HNH回
]
一
色
∞
|
冨
〕

で
の
地
位
は
強
固
で
あ
り
、
そ
の
位
階
は
高
い
。
彼
は
、

彼
の
イ
ラ
ク
の
王
の
下

そ
の
放
行
中
、
大
ア
ミ

l
ル
と
同
等
の
儀
躍
を
行
う
権
利
(

g

H

昨
日
ゲ
白
ケ
ロ
自
民
巴



回

-aEE巳
)
を
持
っ
て
い
る
。

門
の
と
こ
ろ
で
軍
楽
が
演
奏
さ
れ
る
〈
E
仏

E
E
由
工
同

Z
F凶
E
Z
)。

は
、
こ
の
町
の
統
治
擢
守
口
W
B
)

を
持
っ
て
お
り
、
彼
以
外
に
こ
こ
に
君
主
は
お
ら
ず
、
ス
ル
タ

l
ン
や
そ
の
他
の
如
何
な
る
者
の
た

旗
と
太
鼓
を
持
ち
、

朝
夕
、

彼

め
に
も
税
は
な
い
。

〔百四
T
b
o
l
N
O〕

「
シ
ャ
リ

l
フ

Q
R
M
F
同
)
戸
い
印
刷
岡
山
町
)
」
と
は
、

ア
ラ
ブ
語
史
料
に
お
い
て
ム
ハ
ン
マ
ド
の
家
系
を
指
し
、

ベ
ル
シ
ア
語
史
料
の
「
サ
イ
イ

ド
」
と
お
お
よ
そ
叫
到
底
す
る
。
ベ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は
こ
の
二
語
が
並
列
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

「
イ
ラ
ク
の
王
」
と
は
イ
ル
ハ
ン
園
の
君
主

を
指
し
、

こ
こ
で
の
「
イ
ラ
ク
」
は
イ
ル
ハ
ン
園
の
領
域
を
指
し
て
い
る
。

イ
ブ
ン
・
バ
ト
ゥ

l
夕
、
が
ナ
ジ
ャ
フ
を
訪
れ
た
と
き
に
こ
の
職
を
得
て
い
た
の
は
、
先
の
タ

l
ジ
ュ

γ
デ
ィ

l
ン
・
ア

l
ヴ
ア
ジ

1
の
息
子

Z
X問
自
己
-
U
Z
司
5
曲
目
ロ
ゲ
・
叶
mw

加山由】
A

巴
宮
田
-
・
〉
44
円
で
あ
っ
た
。

(

日

)

タ
は
そ
の
前
任
者
の
四
名
の
名
を
奉
げ
〔
何
回
目
一
色
。
l
N
H
〕
、
う
ち
二
名
に
閲
し
て
、
衣
の
よ
う
な
情
報
を
報
告
し
て
い
る
。

ニ
ザ

l
ム
ッ
デ
ィ

1
ン
・
ア
サ
イ
ン

そ
し
て
、

イ
ブ
ン
・
パ
ト
ゥ

l

ナ
キ

I
ブ
の
キ
ヴ
ァ

l
ム
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ブ
ン
・
タ

l
ウ

l
ス

イ
ラ
ク
の
人
々

(
白

r-
- 65ー

同}
'
a
H

円
仰
心
〉
は
、

p
-
4
4
削
自
由
ナロ
H

ロ
ゲ
・
吋
川
ぺ
口
白

が
残
し
、

〔
メ
デ
ィ
ナ
出
身
で
ヒ

γ
ラ
に
住
ん
で
い
た
〕
ア
ブ

l
グ
ッ
ラ

〉
ゲ
ロ
の
日
E
〔
巳
・
富
田
仏
国
口
同
〕
が
シ
ャ
リ

l
フ
た
ち
の

ナ
キ

l
ブ
職
(
巳
也
宮
巳
・
印
刷
5
0
に
就
く
こ
と
に
一
致
し
、
そ
の
こ
と
を
ス
ル
タ

l
ン
、
ア
ブ

l
サ
イ
l
ド
に
書
き
送
っ
た
。
ア
ブ

l

サ
イ
l
ド
は
そ
れ
を
承
認
し
、
ア
ブ
l
グ
γ
ラ
に
ヤ
ル
リ
グ
|
|
〔
マ
グ
リ
ブ
で
の
〕
命
令
書
(
己
・

2
Z乙
で
あ
る
ー
ー
を
迭
り
、
ま

た
、
イ
ラ
ク
の
地
域
守
口
立
と

-
d
g〉
の
ナ
キ
l
ブ
た
ち
の
慣
行
に
基
づ
い
て
、
名
春
の
賜
衣
(
白
】
'
巴

-R白)
と
旗
と
太
鼓
を
贈
っ
た

〔

H
N
H

一∞]
υ
A
N
H〕

こ
れ
ら
の
情
報
に
封
鷹
す
る
ベ
ル
シ
ア
語
の
記
述
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
た
め
、

イ
ブ
ン
・
パ
ト
ゥ

l
タ
の
言
う

「
シ
ャ

リ
l
フ
た
ち
の

ナ
キ
l
ブ
」
の
正
確
な
職
名
は
剣
ら
ず
、

こ
れ
を
先
に
示
し
た
ナ
キ

1
ブ
の
代
表
の
直
接
の
後
縫
と
す
る
の
は
、
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る

571 

も
の
の
障
踏
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
上
の
記
述
に
お
け
る
「
イ
ラ
ク
の
人
々
」
が
特
に
イ
ル
ハ
ン
領
内
の
サ
イ
イ
ド
た
ち
を
示
し
て
い

ア
ブ

I
サ
イ
l
ド
治
世
、
サ
イ
イ
ド
の
綿
一
意
に
よ
る
ナ
キ

I
プ
の
代
表
が
イ
ル
ハ
ン
園
の
君
主
の
承
認
を
受
け
、
大

る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
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ア
ミ

l
ル
に
伍
す
る
地
位
を
得
、

ア
リ
l
廟
の
あ
る
ナ
ジ
ャ
フ
と
い
う
サ
イ
イ
ド
に
と
っ
て
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
都
市
を
統
治
す
る
と
い
う

瞳
制
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

D 

ジ
ャ
ラ
l
イ
ル
朝
の
大
ナ
キ
l
ブ

ジ
ャ
ラ
l
イ
ル
朝
ス
ル
タ
l
γ

・
ウ
ヴ
ア
イ
ス

ω己
沼
口
白
若
田
一
∞
に
献
呈
さ
れ
た
、
公
文
書
集

U
E
Sー
と
tNGHN守
に
、

「
サ
イ
イ
ド
た

ち
の
大
ナ
キ
l
ブ
職
と
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ワ
ク
フ
の
ム
タ
ワ
ツ
リ
l
職
」
に
闘
す
る
任
命
書
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
〔
口
同
一

N
O
N
-
S〕

(ZE円
宮
内
色
合
目
Z
F
と・ロロ
ρ
与

5
・1
印
包
伴
者
同

S
ロ
ロ
ヨ
ヱ

2
也
E
E
H
包
』
弘
司
包
伴
=
〉
。
こ
の
任
命
書
は
、
先
に
示
し
た
朕
況
を

(

臼

)

園
家
の
側
か
ら
よ
り
明
瞭
に
教
え
る
。
以
下
に
、
任
命
書
後
半
の
、
職
務
に
闘
す
る
ま
と
め
の
部
分
の
語
出
を
試
み
る
。

〔二

O
四
頁
〕
・
:
サ
イ
イ
ド
の
大
ナ
キ
l
ブ
職
は
、
偉
大
な
る
サ
イ
イ
ド
た
ち
に
特
定
の
も
の
で
あ
り
、
預
言
者
の
一
族
〔
印
刷
同
位

-FEぴ円〕

以
外
の
誰
に
も
い
か
な
る
介
入
の
機
曾
も
な
い
ゆ
え
に
、
こ
の
高
貴
な
職
、
至
高
な
る
地
位
は
、

〔
全
睦
〕
の
ム
タ
ワ
ツ
リ
1
職
と
と
も
に
、
・
・
・
・
メ
可
・
・
・
と
・
口
同
ロ

ω
ミ
u
L
仏
〉
日
月
メ
ロ
:
・

〔
各
地
の
〕
ダ
l
ル
ヅ
ス
ィ
ヤ
l
ダ

〔
賛
辞
お
よ
び
資
質
の
列
奉
省
略
〕
・
:

- 66ー

っ
た
。

〔二

O
五
頁
〕
に
、
任
じ
ら
れ
た
。
彼
の
手
は
、
こ
の
重
大
な
仕
事
、
偉
大
な
地
位
の
慮
理
に
お
い
て
、
強
力
か
つ
絶
射
的
な
も
の
と
な

〔
他
の
者
の
〕
参
加
や
介
入
の
門
は
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
彼
は
、
彼
の
遍
く
知
ら
れ
た
る
、
完
全
な
る
資
質
、
十
全

サ
イ
イ
ド
た
ち
の
系
譜
の
確
認
を
行
い
、
正
し
き
系
譜
を
詐
稽

『
紳
は
我
ら
に
属
さ
な
い
の
に
我
ら
に
加
わ
る
者
を
呪
い
給
う
た
』
と
い
う
ハ
デ
ィ

l
ス
に
従
っ
て
、
詐

稿
者
の
懲
罰
に
従
事
す
る
。
そ
し
て
、

ω己
百
ロ
・
・
・
の
仰
N

山
口
凶
間
口
・
・
・
の
創
設
し
た
も
の

(
g与
巳
百
円
〉
の
一
つ
で
あ
る
各
地
の
ダ

I
ル

ッ
ス
ィ
ヤ

1
ダ
に
お
い
て
、
サ
イ
イ
ド
た
ち
の
名
で
渡
さ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
支
給

(45主
乙
を
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
が
そ
の
地

に
建
て
ら
れ
て
い
る
各
地
域
の
サ
イ
イ
ド
た
ち
に
定
め
、
こ
の
件
に
闘
し
、
吏
員

(
B己
忠
良
正
)
た
ち
が
遅
滞
・
拒
否
・
妨
害
・
延

期
・
保
留
の
汚
賠
な
し
に
臆
じ
る
べ
き
文
書
を
書
く
e
:
:
:
〔
中
略
〕
:
・

〔二

O
六
頁
〕
以
上
の
次
第
を
以
て
本
命
令
が
護
布
さ
れ
た
。

者
(
自
ロ
ロ
g
f
F
C

な
る
勇
気
、
充
質
し
た
冷
静
さ
、
十
分
な
員
撃
さ
と
敬
度
さ
に
よ
っ
て
、

か
ら
守
り
、

ウ
ル
ス
・
ア
ミ

l
ル、

ヴ
ア
ズ
ィ

l
ル、

イ
ナ
ク
、

高
人
隊
長
、

ウ
/レ



カ
・
ア
ミ
l
ル
、

大
デ
ィ
l
ヴ
ァ

1
ン
の
長
た
ち
(
怠
官
σム
岳
4

品
ロ
ム
ゲ
ロ
N
g
括〉、

一
帝
国
(
自
由

g削

-
F
F
・-
B同
官
官
印
)
諸
州
の
千
人
陵

長
、
百
人
陵
長
、
諸
王
(
自
己
停
)
、

ハ
l
キ
ム
、

サ
イ
イ
ド
、

シ
ャ
イ
フ
、

カ

l
デ

ィ

!

イ
マ
l
ム
、

ウ
ラ
マ

I
、
お
よ
び
ダ
l
ル

ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
の
吏
員
と
書
記

(
E
2
5
-
Bロ
)
は
、

ハ
1
ニ

l
暦
五
九
年
の
初
め
よ
り
、
日
正
門
白
金
・
1
同
ぶ
印
ヨ

ωau『
正
メ

zu
白
-bz

〔
賛
辞
〕
・
:
を
サ
イ
イ
ド
の
大
ナ
キ

I
ブ、

印
山
首
針
。
と
認
め
、
服
従
、
稽
費
、
隼
敬
せ
よ
。
そ
し
て
、
サ
イ
イ
ド
の
諸
問
題
、
彼
ら
の
系
譜
の
確
認
、
詐
稿
者
〈
自
民
ロ
Ef--同
ロ
者
同

そ
の
者
た
ち

種
々
の
幸
運
と
権
威
を
集
め
る
者
(
宮
田
町
ム
田
口
当
m
F
R

・-
g
n仙門日間件当白

〉
B
H
H
R
〉
-
M

・・・

百
三
回
目
昌
三
仏
間
口
〉
の
懲
罰
に
闘
し
、

彼
と
彼
に
任
じ
ら
れ
た
者
た
ち
(
官
自
民
gmwロ
ム
ロ
)
の
指
示
に
従
え
。

の
命
令
と
禁
令
に
す
べ
て
の
件
で
従
え
。
一
帝
圏
全
土
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

I
ダ
と
そ
の
ワ
ク
フ
の
吏
員
と
書
記
は
、

サ
イ
イ
ド
の
支
給
の
た
め
に
書
い
た
命
令
、
文
書
、
割
付
謹

(
E
E老
母
)
を
貫
行
す
べ
き
も
の
と
認
め
、

す
べ
て
、

〔二

O
七
頁
〕
彼
が

そ
の
命
令
に
服
し
、
反
抗
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ワ
ク
フ
物
件
と
そ
の
牧
盆
の
寓
し
(
ロ
ロ
目
白
)
を
正
し
く
書
き
、

彼
の
許
に
謹

- 67ー

り
、
彼
に
そ
れ
に
関
す
る
す
べ
て
を
知
ら
せ
よ
。
毎
年
、
ダ
1
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ワ
ク
フ
の
牧
盆
の
一

O
分
の
一
を
、
彼
に
信
任
さ
れ

た
者
た
ち

(
5
5曲
目
色
同
ロ
ム
ロ
)
に
劃
し
て

ム
タ
ワ
ツ
リ
l
職
の
権
刺
(
官
虫
色

ag己
々
白
押
〉
と
し
て
鷹
じ
よ
。

些
か
も
依
け
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

〔
日
付
依
落
〕
に
書
い
た
。

〔
ロ
関
心

E
l
S〕

こ
の
任
命
書
は
、

ハ
l
ニ

i
暦
五
九
年
(
H
H
七
六
一
年
/
一
一
一
一
六
O
年
)

の
日
附
を
有
し
、

ジ
ャ
ラ
l
イ
ル
朝
ス
ル
タ
l
ン
・
ウ
ヴ
ア
イ
ス
の

治
世
(
一
三
五
六
|
七
四
年
)
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
剣
る
。

(
臼
)

管
見
の
及
ぶ
限
り
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。

園
家
の
役
職
と
し
て
の
「
大
ナ
キ
l
ブ
」
の
職
名
が
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
、

こ
こ
に
現
れ
る
ダ

I
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
1
ダ
は
、

「
ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
の
創
設
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
各
地
の
ダ

1
ル
γ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
」
と
定
義

さ
れ
、

573 

そ
の
「
ム
タ
ワ
ツ
リ
l
職
」
と
共
に
大
ナ
キ
l
ブ
職
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
ガ
ザ
ン
の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
が
、

下
で
、
園
家
の
官
職
と
し
て
の
大
ナ
キ
l
プ
に
よ
っ
て
一
元
的
に
統
括
、
管
理
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ジ
ャ
ラ
l
イ
ル
朝
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サ
イ
イ
ド
枇
舎
の
中
心
で
あ
る
ナ
ジ
ャ
フ
の
統
治
権
を
持
ち
、
ダ

l
ル
叩
ス
ィ
ヤ

l
ダ
を
使
用
し
て
各
地
の
サ
イ
イ
ド

を
統
括
す
る
大
ナ
キ

l
ブ
職
が
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
治
世
以
降
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
闘
式
を
描
く
に
は
、
各
事
例
を
繋
ぐ
環
が
未
だ
不
足
し
て

(

臼

)

い
る
で
あ
ろ
う
し
、
多
く
の
問
題
が
蔑
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
ガ
ザ
ン
が
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

l
ダ
を
建
造
し
た
嘗

以
上
の
事
例
か
ら
、

初
の
、
園
家
が
サ
イ
イ
ド
を
保
護
・
掌
擾
・
管
理
し
、
園
家
の
側
に
取
込
む
と
い
う
目
的
は
、

ナ
キ

l
ブ
の
中
央
集
権
化
の
政
策
と
共
に
、
オ

そ
れ
は
ア
ブ

1
サ
イ
l
ド
時
代
、
イ

ル
ハ
ン
園
崩
壊
後
の
ジ
ャ
ラ

l
イ
ル
朝
時
代
に
も
縫
承
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
え
た
も
の
と
思
う
。
ま
た
逆
に
、
こ
の
任
命
室
一
回
に
お
い
て
、
サ
イ
イ
ド
を
掌
握
す
る
装
置
と
し
て
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

ー
ダ
の
使
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
か
に
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
有
数
な
手
段
で
あ
り
績
け
た
か
を
明
確
に

謹
明
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ル
ジ
ェ
イ
ト
時
代
に
さ
ら
に
進
め
ら
れ
、

園
家
の
側
で
は
、

ガ
ザ
ン
の
政
策
は
、

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
以
降
も
繕
承
・
設
展
さ
れ
、

サ
イ
イ
ド
を
園
家
の
側
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
だ

- 68ー

2 

サ
イ
イ
ド
・
ヵ

I
シ
l
家

ナ
キ

l
ブ
の
代
表
が
ナ
ジ
ャ
フ
の
統
治
権
や
大
ア
ミ

l
ル
に
伍
す
る
権
限
が
興
え
ら
れ
る
な

ど
、
園
家
内
で
の
地
位
を
大
き
く
上
げ
る
こ
と
に
結
び
附
い
た
。
各
都
市
に
お
い
て
も
、
各
々
の
都
市
社
舎
に
お
い
て
、
サ
イ
イ
ド
の
地
位
が

サ
イ
イ
ド
の
側
か
ら
い
え
ば
、

が
、
こ
れ
は
、

上
昇
し
、
史
料
に
そ
の
都
市
を
支
配
し
た
と
記
述
さ
れ
る
例
も
幾
っ
か
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
の
ワ
ク
フ
文
書
に
お
い
て
カ

l
シ
ャ

l
ン

の
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

1
ダ
の
ム
タ
ワ

γ
リ
l
職
、
が
委
ね
ら
れ
た
ジ
ャ
ラ

1
ル
ッ
デ
ィ
l
ン
・
ム
ル
タ
ダ
l
の
家
系
(
サ
イ
イ
ド
・
カ
l
シ
l
家
と

(
日
)

飯
田
併
す
る
)
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
事
例
を
提
示
す
る
。

彼
の
家
系
は
、

サ
イ
イ
ド
系
譜
集

λ
N
N
3
h
F
H
H
b
N
・吋刊誌
H
F

に
記
載
さ
れ
た
系
譜
か
ら
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔

d
吋一
N
H
N
1
5
〕。

ジ
ャ
ラ

l
ル
ッ

.ティ

ー
ン
以
前
に
そ
の
活
動
が
確
認
で
き
た
の
は
、 ア

リ

ー

メ
-
H

の
息
子
ハ
サ
ン
恒

2
8
の
子
孫
で
あ
る
こ
の
家
系
の
う
ち
、

彼
の
六
代
の
租
デ
ィ
ヤ
l
p
ッ
デ
ィ
l
ン
・
フ
ァ
ド
ル

γ
ラ

l

匂
ぞ
山
"
と
a
ロ
門
口
明
白
色
白

-zy
だ
け
で
あ
り
、

一
二
世
紀
の
ア
ブ
ド
ウ
ル
ジ
ャ
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リ
ー
ル
・
ラ
l
ズ
ィ

l

メ
E
巳
・
の
と
ユ
一

E
N同
の
著
』
C
H
S
と・匂

4
2札
に
登
場
す
る
。

一
年
)
、
ヵ

l
シ
ャ

i
ン
の
マ
ド
ラ
サ
で
ム
ダ
ッ
リ
ス
を
し
て
い
た
こ
と
が
剣
る
。

(
日
)

な
い
者
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
著
が
執
筆
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
(
一
一
六
七
|
七

そ
の
著
者
は

彼
を
「
世
界
中
で
事
識
と
禁
欲
で
比
類
の

ガ
ザ
ン
の
カ

1
シ
ャ

l
ン
の
ダ

l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ

1
ダ
の
ム
タ
ワ
ツ
リ
l
に
任
じ
ら
れ
た
ジ
ャ
ラ
l
ル
ッ
デ
ィ

1
ン
は
、
そ
の
文
書
よ
り
カ

l

シ
ャ

l
ン
の
ナ
キ

l
プ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に

彼
は
ラ
シ

l
ド
の
助
手
(
ロ
川
口
σ)
と
な
っ
て
中
央
に
進
出
し
て
お
り
、
ォ

山山白門出向白一

-uz

ル
ジ
ェ
イ
ト
の
ギ
l
ラ
l
ン
遠
征
の
際
、

ラ
シ

l
ド
と
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
朝
の
名
租
シ
ャ
ラ
フ
ヅ
デ
ィ

l
ン
・
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

冨
ロ
官
民
民
の
封
立
を
執
り
成
し
た
り
し
て
い
る

〔宮円口
ω史
、
叶
〉
冨
一
ωN〕
。
そ
し
て
、

七
一

O
年
/
二
二
一

O
l
一
一
年
ハ
マ
ダ
l
ン
で
残
し

て
い
る
〔
吋
口
一
巳
。
〕
。

彼
の
弟
ラ
テ
ィ

l
フ
ッ
ラ

l

F
由件以・巳

zr
は、

お
そ
ら
く
兄
の
死
後
、

カ
l
シ
ャ

l
ン
の
ナ
キ
l
プ
と
な
り
、
暫
く
の
閲
カ

l
シ
ャ

l
ン

- 70ー

を
掌
握
し
て
い
た

(
B
E
Eロ
ヨ
釘
可
由
工
穴
印
刷
削
ロ
品
合

Z
E
S
E〉
〔

N
E〉
¥
ヨ
印
い

N∞
ωσ
一¥胃一

R
N〕
。
そ
し
て
、
娘
の
一
人
が
ム
ザ
ッ
フ

ア
ル
朝
シ
ャ

l

・
シ
ュ
ジ
ャ

i

似
笹
山
口
町
削
除
ゲ
冨
己
百
円
町
田
一
・
ロ

Z
宮
口
宮
5
5邑
に
嫁
ぎ
、
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
朝
最
後
の
君
主
に
な
る
ザ
イ

ヌ
ル
ア

I
ピ
デ
ィ

l
ン

N
3
ロ
白
て
〉
σ
E
Z
を
産
ん
で
い
る
〔

d
、
『
一
回
目
、
吋
〉
冨
い
き
〕
。
彼
の
死
後
に
な
っ
て
、
カ

l
シ
ャ

l
ン
は
シ
ャ

l
-

シ
ュ
ジ
ャ
ー
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
に
な
る
〔
N
冨
〉
¥
g
m
一N
g
T
¥買
H
2
N〕。

イ
ン
ジ
ナ
i
家
シ
ャ
イ
フ
・
ア
ブ

l
イ
ス
ハ

1
ク
似
包
同
〉

E
r
f
g
と
結
ん
で
イ
ス
フ
ア
ハ

l
ン
を
支
配
し
て
い
た
同
じ
く
サ

イ
イ
ド
の
ジ
ャ
ラ
l
ル
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ミ

l
ル
ミ

l
ラ
l
ン
の
と
巴
と
・
ロ

Z
E可
・
冨
可
削
ロ
は
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
包
圏
に
抵
抗
し
て
い
た

〈

(

幻

〉

が
〔
冨
〉
¥
目
的

HN吋岳山
¥ZHω
民
|
見
U

叶
∞
口
一

H
2・
見
。
一
吋
〉
富
一
。
∞

λ
品
〕
、
最
終
的
に
カ

l
シ
ャ

l
ン
に
逃
亡
す
る
〔
叶
〉
富
一
立
〕
。
そ
れ
は
、

な
お
、

時
期
的
に
ラ
テ
ィ

l
フ
ッ
ラ

1
の
掌
握
す
る
カ

l
シ
ャ

l
ン
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

シ
ャ

l

・
シ
ュ
ジ
ャ

l
残
(
一
三
八
四
年
〉
後
の
混
観
牧
拾
の
後
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
君
主
と
な
っ
た
ザ
イ
ヌ
ル
ア

l
ビ
デ
ィ

l
ン
は
、
自

分
の
母
の
兄
弟
で
あ
る
マ
ジ
ュ
ド
P

ッ
デ
ィ

l
ン
・
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
冨
白
笠
一
白
ケ
ロ
同
ロ
宮
口
官
民
日
を
イ
ス
フ
ア
ハ

1
ン
の
ハ

I
キ
ム
に
任
じ



る
〔
、
H
，k
r
富
一
戸
。
〕
。
す
な
わ
ち
、
ラ
テ
ィ
l
フ
ヅ
ラ
l
の
息
子
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、

一
三
八
七
年
の
テ
ィ
ム

1
ル
の
遠
征
の
際
、

ム
ザ
ッ

フ
ア
ル
朝
の
意
志
と
は
係
わ
り
な
く
、

ぇ
、
市
壁
の
門
の
鍵
を
彼
に
渡
す
こ
と
に
な
る

イ
ス
フ
ァ
ハ
l
ン
の
ハ
l
キ
ム
と
し
て
そ
の
地
の
名
望
家
層
公

E
E同
)
と
共
に
テ
ィ
ム

I
ル
を
出
迎

〔
叶
〉
冨
一
巳
ω
一N
Z吋一
ω
ロ〕。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
カ

I
シ
ャ
l
ン
の
サ
イ
イ
ド
の
家
系
は
、

ジ
ャ
ラ

1
ル
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ム
ル
タ
ダ
ー
が
ガ
ザ
γ
の
ダ

l
ル
γ
ス
ィ
ヤ

l

ダ
の
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
に
任
命
さ
れ
て
以
来
、

都
市
内
の
政
治
的
地
位
を
最
高
に
高
め
、

時
の
政
樺
と
の
関
係
を
強
化
し
な
が
ら
、

一
回
世
紀

の
イ
ラ
ン
史
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
カ

I
シ
ャ

I
ン
は
シ

I
ア
涯
の
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が

〔

Z
P
一ミ
118〕、

ス
ン
ナ
涯
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
I
涯
の
住
民
が
多
数
を
占
め
た
イ
ス
フ
ア
ハ

1
ン

〔Zρυ
色
U
H
N
H
切
回
一
旬
。
〕
に
お
い
て
も
、
同

様
の
サ
イ
イ
ド
の
都
市
支
配
の
朕
況
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
時
の
政
権
が
、
彼
ら
有
力
な
サ
イ
イ
ド
を
取
込
も
う
と
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た

が
、
こ
の
黙
に
お
い
て
も
ガ
ザ
ン
の
政
策
の
嘗
然
の
諦
結
と
い
え
よ
う
。

お

わ

り

一71ー

以
上
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ダ

1
ル
γ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
と
い
う
施
設
に
閲
し
て
、
そ
の
基
本
的
な
機
能
、
建
設

の
目
的
、
そ
の
影
響
を
探
る
た
め
に
論
を
準
め
て
き
た
。
散
在
す
る
細
か
な
情
報
に
依
接
し
て
論
を
進
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
、
未
整
理

の
箇
所
も
多
々
存
在
す
る
か
と
思
う
。
こ
こ
ま
で
、
確
認
で
き
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
ガ
ザ
ン
は
、
七

O
二
年
ラ
ジ
て
フ
月
/

一
三

O
三
年
二
|
三
月
に
タ
ゃ
フ
リ
ー
ズ
の
ガ
ザ

一一
I
ヤ
を
初
め
と
す
る
一

O
都
市
に
ダ
l
ル
ッ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
し
、
運
営
の
た
め
に
ワ
ク
フ
を
設
定
し
た
。
そ
の
機
能
と
し
て
は
、
サ
イ
イ
ド
の
た
め
の
宿
泊
施
設
と
し
て
の
機
能
と
ワ

ク
フ
に
基
づ
く
サ
イ
イ
ド
へ
の
慈
善
の
援
黙
と
し
て
の
機
能
の

ニ
っ
と
確
定
で
き
た
。

577 

イ
ラ
ン
都
市
社
舎
の
黛
涯
劃
立
に
劉
慮
し
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
、
預
言
者
の
子
孫
で
あ
る
サ
イ
イ
ド
を
カ
リ

フ
位
喪
失
後
の
イ
ス
ラ
ム
の
権
威
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
社
舎
の
一
夜
に
据
え
て
保
護
し
、
同
時
に
そ
の
枇
舎
の
接
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ

二
、
ガ
ザ
ン
は
、
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っ
て
掌
握
・
管
理
し
て
園
家
の
側
に
取
込
み
、

イ
ス
ラ
ム
枇
舎
の
統
治
者
と
し
て
の
政
権
の
安
定
性
を
増
す
こ
と
を
目
指
す
、

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
し
た
。

と
い
う
イ
ス
ラ

ム
を
受
容
し
た
モ
ン
ゴ
ル
政
権
と
し
て
の
積
極
的
な
枇
曾
政
策
の
装
置
と
し
て
、

、
そ
の
枇
舎
政
策
は

ナ
キ
l
ブ
の
中
央
集
権
化
の
政
策
と
共
に

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
時
代
に
さ
ら
に
進
め
ら
れ

ア
ブ

l
サ
イ
l
ド
時

代
、
さ
ら
に
ジ
ャ
ラ

l
イ
ル
朝
時
代
に
も
縫
承
さ
れ
て
い
き
、

ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
は
園
家
が
サ
イ
イ
ド
を
保
護
し
管
理
す
る
手
段
で
あ
り

積
け
た
。
こ
の
政
策
は
、

サ
イ
イ
ド
を
代
表
す
る
ナ
キ
l
ブ
の
代
表
に
ナ
ジ
ャ
フ
の
統
治
権
等
の
多
大
な
権
限
を
付
興
す
る
こ
と
に
な
り
、

た
、
都
市
祉
舎
に
お
い
て
サ
イ
イ
ド
の
地
位
を
高
め
サ
イ
イ
ド
が
都
市
を
支
配
す
る
と
い
う
献
況
を
も
生
み
出
し
た
。
以
上
で
あ
る
。

ま

以
上
の
結
論
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
大
き
な
新
た
な
問
題
を
考
え
る
契
機
が
興
え
ら
れ
る
。
イ
ラ
ン
の
シ

l
ア
涯
化
の
歴
史
を

の
の
、

ガ
ザ
ン
や
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
の
サ
イ
イ
ド
へ
の
敬
意
や
シ

l
ア
涯
傾
向
を
述
べ
る
も

(
国
)

そ
の
影
響
を
考
慮
せ
ず
、
専
ら
ス

l
フ
イ
ズ
ム
の
活
動
の
分
析
に
終
始
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ガ
ザ
ン
に
よ
る
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ

説
明
す
る
代
表
的
な
研
究
は
、
こ
の
一
回
世
紀
に
閲
し
て
、

建
造
は
、
園
家
瞳
制
内
、

お
よ
び
都
市
社
舎
で
の
サ
イ
イ
ド
の
地
位
の
上
昇
を
も
た
ら
し
た
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ω
由
)
、
一
五
世
紀
後
半
の
段
階
で
、

が
剣
る
。

(日
)

R

と
が
者
同
自
一
-
3

の
語
義
に
関
し
て
は
、
岡
崎
正
孝
氏
の
ご
数
一
ホ
を
得

た。

(
口
)
テ
キ
ス
ト
上
は
と
戸
ω叶
対
〉
何
回
〉
3
0

意
味
不
明
の
た
め
こ
の
よ

う
に
讃
み
替
え
て
翌
持
出
し
て
お
く
。

(
叩
叫
〉
公
印
ロ
同

HE5ι
ロ
白
]
て
]
ケ
ロ
門
ぺ
白
己
ヨ
吉
田
「
∞
旦
mWC

一ヨ帥
B
白
口
語
ω

「
そ
の
施
設
に
サ
イ
イ
ド
た
ち
の
中
か
ら
イ
マ

l
ム
〔
や
そ
の

他
の
者
〕
を
定
め
た
」
と
も
解
穫
で
き
よ
う
が
、
ヤ
ズ
ド
の
ダ
l
ル
ツ

ス
ィ
ヤ
l
ダ
の
ワ
グ
フ
文
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
施
設
の
管
理
人
に
モ

ン
ゴ
ル
人
の
解
放
奴
隷
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
職
員
を
サ
イ
イ
ド
に
限

定
す
る
規
定
は
な
い
〔
の
凶
守
口
印

u
p・
ミ
タ
ぇ
・
岩
武
一
九
八

九
二
一
七
〕
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
の
よ
う
に
却
押
す
。

(
問
〉
テ
キ
ス
ト
上
は
、
ご
戸
戸
〉
巧
O
〉
H
J
Z

し
か
し
、
こ
こ
で
は
明
ら
か

に
ぷ
「
田
口
ρ
曲
、
.
で
あ
る
。

(
初
)
テ
キ
ス
ト
上
は
、
公
〉
円
、
伺
ω
ペ
Z
Jヘ
ョ
。
し
か
し
、
こ
の
人
物
は
、
フ

サ
イ
ニ

l
系
の
サ
イ
イ
ド
で
は
な
く
、
ハ
サ
ニ

l
系
の
サ
イ
イ
ド
で
あ

る
(
第
皿
章
第
2
節
参
照
〉
。

(
幻
)
ワ
タ
フ
の
管
理
・
監
督
の
園
家
の
役
職
の
名
稽
に
関
し
て
確
認
す
る

と
、
ナ
ス
ィ

l
ル
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ト
ゥ
!
ス
ィ

l

Z
怠
可
回
ケ
ロ
E

吋

eH
は
、
マ
ラ
l
ガ
の
天
文
整
建
設

・
運
営
に
関
連
し
て
、
諸
園
の

ワ
タ
フ
の
監
督
を
行
っ
た
が
(
黒
柳
恒
男
、
「
ナ
ス
ィ

1
ル
・
ウ
ッ
・

デ
ィ

l
ン
・
ト
ゥ

l
ス
ィ

l
の
生
涯
と
業
績
」
、
『
オ
リ
エ
ン
ト
』

九
(
一
九
六
六
〉
、
一
七
二
、
一
七
五

1
七
六
、
一
七
八
J
七
九
頁
参

照
〉
、
こ
の
監
督
の
職
の
任
命
を
記
し
た
ワ
ッ
サ

1
フ
巧
ぷ
包
同
は
、

」
の
村
落
は
荒
慶
し
て
い
た
こ
と

三
田
口
口
百
円
・
町
田
口
』
仰
向
ム
作
曲
ヨ
削
ヨ
白
ヱ
ヨ
曲
目
問
]
子
ム
ゲ
曲
師
同
作
曲
ョ
が
輿
え
ら

れ
た
と
記
し
て
い
る
〔
吋
巧
ゐ
H

〕
。
一
方
、
七
三
三
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
/

一
三
三
三
年
四
月
に
最
終
的
に
緩
め
ら
れ
た
ワ
タ
フ
文
書
集
。
釦
遣
、

1
N
E
B
H
に
「

E
r
z
g
白
Z
Z民
に
針
し
て
、

査
定

(ω
一-s
cr-

r与
え
〉
や
十
分
の
一
一
椀
(
白

]'nEEC、
分
配
今
回
ケ
仲
間

E
訟
片
)
を

求
め
て
、
こ
の
ワ
タ
フ
物
件
に
彼
ら
が
干
渉
す
る
こ
と

(
g
E
P丘
三
-

r
c
g〉
を
禁
じ
た
」
〔
O
M
V
一∞

ωU¥σHKPE〕
、
「
カ

I
デ
ィ
ー
や
ハ

l
キ
ム
全
般
、
特
に
ゲ
己

rr削
g
m
-目
当
白
色
に
射
し
、
ま
た
そ
の
他

の
者
に
射
し
、
そ
の
ワ
タ
フ
全
箆
に
お
け
る
占
有
や
介
入
の
権
限

公
忠
良

E
同
2

g
邑
同
丘
四
回
目

E
Z一
旦
丘
¥
削

g
g白
片
岡
)
を
持
つ
者
と

な
る
こ
と
を
禁
じ
た
」
〔
の

M
E
・5
甲山¥ゲ一日
N
品
〕
と
い
う
文
言
が
見

え
る
。
こ
こ
で
の

RHUES毛
色
}
目
白
ケ
白
ロ
』
民
間

-Egmgzr己
uw

は、

c
e司
、
ミ
目

NRH号
制
同
の

Rfcrr帥
同
白
色
・
2
M
S
仰向

J
a
d
c
r
r副
ヨ
白
-
-

君
主

ww

〔
宮

r
E日
H

宮
E
S
の
複
数
〕
に
封
臆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
職
名
の
統
一
さ
れ
て
い
な
い
、
ワ
ク
フ
管
理
の
役
職
は
、
ジ
ャ
ラ

l
イ
ル
朝
下
で
は
、
三
回
目
内
口

HHM曲三
田
口
』
ー
民
ム
目
白
口
戸
山
-
p
w
w

〔
廿
己
両
国
自
白
官

官
在
日
職
〕
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、

b
a
H司、

Q
F
N
G
Hぷ
に
そ
の

官
職
任
命
書
が
枚
録
さ
れ
て
い
る

(adR
宮町耳目

E
f
z
E
H
S
Z

白
Z
仰向・ご

E
B也
子
ョ
〔
ロ
関
口
N
S
N
H
ω
〕
)
。
そ
の
役
職
の
職
務
は
、

J
M
H
E
E
l
日
任
者
同
ロ
ム
白
E
A
民
ム
ヨ
曲
目
同
E
エ
ヨ
与
門
口
∞
ヘ
〔
ロ
穴
-NHH
〕

と
し
て
、
ジ
ャ
ラ
l
イ
ル
朝
下
の
ワ
ク
フ
を
統
括
し
、
ワ
ク
フ
の
職

員
の
任
苑
、
ワ
タ
フ
の
枚
支
の
報
告
を
受
け
る

こ
と
な
ど
で
あ
り

〔
ロ
関
心
戸

H
N〕
、
各
ワ
タ
フ
の
枚
盆
か
ら
十
分
の
一
を
毎
年
内
角
官
室

内ユ』
g
c口
百
円
耳
阻
止
'
f
ロ
r
D
5
2
3
〔自己
g
当
ω
-
U
お
よ
び
グ
包
2
5
と

し
て
の
権
利
〕
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
〔
ロ
穴
-NHω
〕。
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こ
の
任
命
書
に
お
い
て
、
官
E
g
-
-
2
占
帥
同
の
職
務
を
表
現
す
る
際

に
、
R
J
2
5
函
ぺ
・
と
い
う
語
を
d
z
r
回
目
白
ぺ

w

の
語
と
並
列
に
用
い
て

い
る
こ
と
も
ま
た
、
カ
l
シ
ャ
l
ン
の
文
書
に
お
け
る
氏
自
己円
曲者白
}}同

色
白
E忠
弘

'
B
E
M
U
E
ぺ
:
か
後

の

ま
在
日
ム
E
t
同
に
針
臆
す
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

徐
々
に
そ
の
役
職
と
職
名
が
整
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
(
註
(
臼
)
参
照
)
。

〈
幻
〉
コ

l
ラ
ン
H
E
l
-
-
一

O
。

(
お
)
テ
キ
ス
ト
上
、
各
護
人
記
名
の
下
に
、
プ
ラ
ケ
ッ
ト
[
]
内
に
そ

の
人
物
の
ラ
カ
プ
や
役
職
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
文
書
の

校
訂
の
な
さ
れ
方
や
他
の
ワ
タ
フ
文
書
の
篤
員
と
そ
の
校
訂
の
比
較

か
ら
剣
断
し
て
、
文
書
原
本
の
最
初
の
寓
し
の
作
成
時
に
お
け
る
、

自
己
宵
(
印
)
等
の
確
認
の
た
め
の
註
記
の
部
分
と
剣
断
で
き
る
。

し

た
が
っ
て
、
こ
の
記
述
は
、
嘗
時
の
イ
ル
ハ
ン
朝
の
官
僚
機
構
を
知
る

う
え
で
、
極
め
て
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち

な
み
に
、
こ
の
人
物
に
関
し
て
は
、
会
[
凹
お
と
B
M
A
同
4
Z
H
a
A
ロ
品
位
富
国
型
一

色
白
去
三
曲
者
同
・
4

・
0
E
T円
削
N

同
]
混
と
一
が
さ
れ
て
お
り
、
ラ
シ
l
ド
の

詮
人
記
名
に
は
」
凶
ぷ
官
刻
印
刷
丘
]
ョ
と
さ
れ
て
い
る
ご
二
七
頁
〕
。

〈

M
)
叶
同
町
田
ナ
ロ

Z
巳・

ωロ
r
E
-
吋
色
。
喝
ご
と
'
b脚
色
、
守
お
ミ
'
h
R
~
v
w・b
・

町
〈

o
r
-
-
の
田
町
0
・
5
N
ω
|
会
・
¥
包
C
日

I12
・
5
一
-
∞
-
E
・
g
-
E
-
租
父
、

父
を
含
め
た
三
代
の
記
録
は
、
。
=
E
E
T円
削

N
F
b
b
n
p
同と'HH刷、・

邑
・
窓
口
宮
日
目
白L
O
R
d
Z
E
-
吋
巾
r
g
P
5
M
∞
¥
H
宏
少
宅
品
NO
1

8

参
照
。
他
の
ベ
ル
シ
ア
語
史
料
で
の
言
及
は
そ
の
校
訂
者
に
よ
る
註
記

を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
人
物
を
、
詩
人
ハ

l
フ
ィ
ズ
伺
邑
N

が
詩
で

稽
賛
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
、
H，
〉
玄

(
E
E
仏
手
段
)
υ
H
A
H
-
お

参
照
。

老
齢
の
彼
を
訪
問
し
た
イ
プ
ン
・
バ
ト
ゥ

I
タ
は
、
彼
が
オ
ル
ジ
ェ

イ
ト
の
シ
l
ア
波
傾
向
を
改
め
さ
せ
た
逸
話
〔
何
回
∞
一
司
|
由
同
〕
、

ア
プ
l

・
サ
イ
1
ド
が
彼
の
下
に
表
敬
の
使
節
を
迭
っ
て
い
た
こ
と

〔
呂
田
口
H
E
〕
を
俸
え
て
い
る
。

(
お
)
本
田
賀
信
、
「
イ
ル
ハ
ン
の
冬
借
地
・
夏
畿
地
」
、
『
東
洋
史
研
究
』

三
四
|
四
(
一
九
七
六
)
、
九
五
頁
(
同
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
』
東

京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
九
一
年
に
問
題
で
再
録
。
三
六
八
J
六
九
頁
)

参
照
。

(
m
c
o
u内¥曲目HH品lHH斗一¥『
・令
∞
|
品
∞
「
ぇ
・
岩
武
一
九
八
九
二
一
七
。

宿
泊
施
設
と
し
て
の
機
能
で
、
ガ
ザ
ン
の
も
の
は
貧
し
い
サ
イ
イ
ド
二

五
人
を
居
住
さ
せ
る
の
に
射
し
、
ヤ
ズ
ド
の
も
の
は
放
行
者
に
重
黙
を

置
き
貧
し
い
サ
イ
イ
ド
を
居
住
さ
せ
る
機
能
が
奥
え
ら
れ
て
い
な
い
貼

で
は
異
な
っ
て
い
る
。

〈
お
)
切
E
g
E
S
g
u
E
ω
|
主
-
彼
に
従
い
坂
本
氏
も
同
様
の
見
解

を
取
る
〔
坂
本
一
九
七
四
日
三
五
〕
。
ま
た
、

ω司
ロ
-
m
F
∞
-
-
U
R

ミ
g
h。N
3
2
守
Q
F
E
E
-
-
F
m
庄
内ロ
L
U∞
印
‘
司
-
H
印
斗
ト
白
g
g
o
ロ

巴∞∞
リN
g
等
も
同
様
で
あ
る
。

(
m
U

〉
こ
の
黙
に
関
し
て
、
中
園
の
モ
ン
ゴ
ル
政
権
に
関
し
て
で
は
あ
る

が
、
杉
山
正
明
氏
の
次
の
言
が
参
考
と
な
る
。
「
モ
ン
ゴ
ル
は
宗
教
を

一
種
の
政
治
園
建
と
し
て
扱
い
、
そ
の
う
ち
の
際
立
っ
た
人
物
に
職
権

を
刻
し
た
公
印
を
授
興
し
て
そ
の
宗
教
に
属
す
る
人
聞
を
取
り
仕
切
ら

せ
、
彼
ら
に
桝
到
す
る
各
種
の
命
令

・
絞
任
・
透
明
書
な
ど
の
交
付
権
を

委
任
し
た
」
〈
杉
山
正
明

「
西
夏
人
偶
者
高
智
耀
の
貸
像
」、

河
内
良
弘

編
『
清
朝
治
下
の
民
族
問
題
と
園
際
関
係
』
玄
文
社
、
一
九
九
一
年
、

七
七
頁
)
。

(
お
)

-77ー
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(ω)
「
パ
イ
ジ
ュ
・
パ
フ
シ
ロ
削
ぷ
口
回
白
阿
佐
の
子
。
幼
少
期
よ
り
ガ
ザ

ン
の
許
で
傘
大
に
な
っ
て
い
た
。
レ
イ
地
方
で
シ
l
ア
波
の
中
で
成
長

し
、
常
に
ι

帝
王
ガ
ザ
ン
の
御
前
で
そ
の
マ
ズ
ハ
プ
を
支
持
し
て
い
た
」

〔N
D
吋・
5

E
〕
。
ま
た
、
志
茂
碩
敏
「
の
E
NE

H〈
}
d
E
政
権
の
中

核
群
に

つ
い
て
I
l
-
-
Hハ
冨
ロ
園
史
上
に
お
け
る
の
r
r
g
Hハ
冨
口

政
権
成
立
の
意
義
|
|
」
、
『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
一

八
(
一
九
七
九
〉
、
二
二
八
頁
参
照
。
出
自
は
ウ
イ
グ
ル
人
で
あ
っ
た
。

(
幻
)
著
名
な
事
件
で
あ
る
が
、
確
認
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
イ
ラ
l
ケ・

ア
ラ
ブ
全
地
域
で
フ
ト
パ
か
ら
ア
リ
l
以
前
の
三
名
の
カ
リ
フ
の
名
を

削
除
し
ア
リ
l
、
ハ
サ
ン
、
ア
サ
イ
ン
の
名
に
定
め
る
命
が
出
さ
れ
、

次
い
で
イ
ラ
ン
全
土
で
七

O
九
年
シ
ャ
ア
パ

l
ン
月
/
一
コ
二

O
年
一

月
に
貨
幣
の
銘
が
一
二
イ
マ
l
ム
の
名
に
禦
更
さ
れ
、
シ
l
ア
波
は
ア

ザ
l
ン
に
「
い
ざ
や
善
行
の
た
め
に
来
れ
」
の
一
句
を
附
け
加
え
た

〔
吋
己
¥
日
間
一
口
宮
山
¥
定
一

H00〕
。
ま
た
、
云
〉
¥
ヨ
∞
一
M
g
r
u
¥門同一
N斗
N
参

照。

(
担
)
宮
白
血
己
E
m
-
t〈
-u
R
H，
roω
匂同市包
O
町
宮
伯
仲
良
区

5
3
8仏
吋
ロ
H
Z
u
-
-

入
山
内

HhHh
札
口
同
て
。
σミ旬、
2
8
丸
、
同
町
民
Hhhh口
hkA可
RN~vSAWHMNb司
NN.円。“町、

。2.ョマ
hHfhN.hERHH屯
昆
・
柏
戸
巾
E
m
H
M
L
U叶
H
W
E
Y
H
C
m
E
H
m
∞
(EOHHf

河内

~
N
h
g一号
句
円
b
b。
Nhng
礼旬、円
H
h
S
〉
山町民同日足利
N
V
N
b
ヨ
・
〈
良
一
CHEHH戸

H
N
4
ュE
Z
H
U∞
印
に
再
録
。
こ
の
論
文
の
イ
ラ
ン
に
関
す
る
記
述
は
、

互
のヨ
J

河
内
~
ぬ

8
5
叫
32ヨ
V
3
N円。、
e
p
h
bヨ
符

L

マ
ミ
r
〉

]gEM〉

2
・4

ペ・・

5

g
・
3
M
m
ω
∞
に
要
約
さ
れ
て
い
る
)
。
〉
ユ
O
B
E
L
・

ω・
〉
」
叫
3baw
匂

~
E札。
E

。
¥
。
。
札

b
ミ札

HFRWMhN.A
丸
町
、
同
小
お
お
司
NW

の
r
F
S
m
o
g
L
戸
O
E
C
P
5
2・
3
・
M∞
l
N由
も
彼
に
基
づ
き
記
述

す
る
。
こ
の
針
立
、
抗
争
の
た
め
ニ
シ
ャ
プ
ー
ル
は
モ
ン
ゴ
ル
侵
入

以
前
に
既
に
崩
壊
し
て
い
た
し
、
イ
ス
フ
ア
ハ

l
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
に

占
領
さ
れ
た
の
も
こ
れ
に
起
因
し
て
い
た
(
回
巳
一
一
2
・
HN-
巧
-
同

3Z

~uミ
、
h.円
札
ぬ
ま
。
¥
匂
『
NHFQ』守
Nhコ
(

リ

ωg
F
E
m巾

ζ
ロ回目・・

HU斗
N・
3

寸由

1

2
・
者
c
c
p
』
・
同
¥
メ

Z
D
R
Oロ同
r
o
g
cロ白
o
-
0
6
E
B
o
h

r
r
zロ
J

~
ミ
~
日
ω
由

(HU叶
斗

V
B
-
念

日

H)
。

(
お
)
切
さ
曲
目
E
S
E
-
m
a
w
E品
・
ハ
ー
フ
ィ
ゼ
・
ア
ブ
ル
ー
に
基
づ
く

〔N
O
、叶
-
H
O
M
O
ω
ロ
・
〕
。
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
記
述
は
カ
l
シ
ャ

l
ニ

ー
に
見
ら
れ
る
〔
吋
己
¥
自
由
-H叶
白
『
|
口
由
白
一
¥
円
H
u
g
-
5
0〕
。
ま
た
、

戸田
B
Z
8
5
g
-
N目
印
も
同
見
解
で
あ
る
。

(
引
品
)
羽
田
一
九
九

O
H
六
参
照
。

(
お
)
富
田
ι巳
ロ
ロ
悶
包
ご

-
H
m
m
l
H
2・

(
お
)
第
I
一章第
1
簡
に
引
用
し
た
記
述
以
外
に
、

CNH昔
、
と
a

叫
3
a
g刷
、
ロ

の
年
代
記
部
分
の
七

O
二
年
の
シ
リ
ア
行
軍
の
記
事
で
は
、
呂
田

wEιι

伺己目白

5

〔
カ
ル
バ
ラ
l
〕
で
の
慈
善
行
震
や
ハ
デ
ィ
l
サ
、
ア
l
ナ

到
着
を
記
述
す
る
が
〔
OHJω
日
ω〕
、
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
1
ダ
建
造
に
か

か
わ
る
記
述
は
一
切
な
い
。

(
幻
)
第
皿
章
第
2
節
で
示
さ
れ
る
例
以
外
に
も
、
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
汲
で

あ
っ
た
ヤ
ズ
ド
の
ニ
ザ
l
ム
家
の
例
を
翠
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に

〉
E
r
z
H
当日一

HHNh
岩
武
一
九
八
九
日
二
回
参
照
。

(
犯
)
本
田
貿
信
「
ス
ル
タ

I
ニ
l
ヤ
建
都
考
」
、
『
東
方
事
舎
創
立
四

O
周

年
記
念
東
方
間
四
十
論
集
』
(
一
九
八
七
〉
、
七
四

0
1四
一
頁
(
本
田
一

九
九
一
に
「
ス
ル
タ
l
ニ
l
ヤ
の
建
設
」
と
し
て
再
録
。
三
五
三
貝)、

羽
田
一
九
九

O
二

五

l
一
八
。

(
叩
却
)
富
岡
一
NO由l
l
H
夕
、
円
〉
宮
・
勾
留
七
五
二
年
/
一
三
五
一
年
に
新

た
な
議
黙
ケ
ル
マ
l
ン
に
ジ
ャ
l
ミ
と
ダ
l
ル
ッ
ス
ィ
ヤ
l
ダ
を
建
造
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す
る
。

(

ω

)

加
藤
和
秀
「
ア
ミ

I
ル
・
テ
ィ

1
ム
1
ル
と
シ
ャ
フ
ル
・
イ
・
キ
シ

L

」
、
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
二
九
三
九
八
八
可
四
八
、
五
一

J
五

五
頁
。

(
位

)
E
-
m
p
寸

-
u
b
p
s
r
h言
。
¥
H
t
同

3
4
3い

可

5

3
人
足
S
R
a

ヨ
S
H師。」、叫
2H.道官、
H.札
見
当
ミ
・
。
同
grH広
問
。
冨
a
m
-
-
3
2・同
yH印由

(ロ
0
・日
ω
同〉・

(
必
)
羽
田
一
九
九
O
参
照
。

(
川
知
)
豆
町
N
U

〉・

(
E
5・
S
阿
ハ
ゲ
ロ
仏
同
国

Err印Y
ω
-
h
w
u・
ω・ζ
民間
0
・

】

HHMHY〉・同】』
V
A
W

河内、惜
A
N
N
.
2

ぬ
潟
町
内
。
¥LPNQ
ヨw
円、。ロ己
O
口
"H由
ω斗M

毘
y
E∞

IAS-
ナ
キ
l
プ
の
職
務
に
闘
し
て
は
、
マ

l
ワ
ル
デ
ィ

l
著
「
統
治

の
諸
規
則
」
の
邦
誇
に
よ
っ
て
、
簡
便
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
湯
川

武
誇
「
統
治
の
諸
規
則
E
L、
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
二
二
(
一
九
八
四
)
、

八
三
J
九

O
頁
(
第
八
章
名
門
家
族
の
後
見
人
(
ナ
キ
l
プ
〉
制
度
)
。

(
必
)
戸
回
目

g
oロ
HU∞∞

-us・
な
お
、
ニ
シ
ャ
.
ア
ー
ル
に
お
い
て
、
一
一

世
紀
の
初
頭
に
、
ナ
キ
l
プ
職
を
保
持
し
て
い
た
家
系
が
、
ナ
キ
1
.フ

職
を
争
う
裁
剣
に
敗
訴
し
て
、
そ
の
地
を
離
れ
て
サ
プ
ザ
ヴ
ァ
l
ル
に

移
り
、
勝
訴
し
た
家
系
が
以
降
ニ
シ
ャ
プ
ー
ル
の
ナ
キ
l
プ
職
を
保
持

し
、
爾
家
系
と
も
セ
ル
ジ
ュ

l
p
朝
下
の
商
都
市
で
紫
波
劉
立
へ
閥
興

す
る
と
と
も
に
政
治
的
・
社
曾
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
(
〉
E
r
z
」・

¥
H
5
E
C
Q三
W
R
Z
5
ι
白ロ印

て

H
H
E
E
L』

ocE巾

H
F
E自
存

含

F
Z
2勘九
-hhhh
g
h
E

。同町、
H
h
b
p
ミ

9
3旦
M
M
2
5
5
L由
g-
宅
-ωN∞
I
N
N
-
F
-
-
5

5
吋

NHNω
印
)
。
都
市
単
位
に
ナ
キ
l
プ
が
存
在
し
、
一
家
系
が
そ
の
職

を
保
持
す
る
、
都
市
に
お
け
る
ナ
キ
i
プ
の
あ
り
か
た
を
示
す
よ
い
例

で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
期
の
バ
グ
ダ
ー
ド
に
お
け
る
ナ
キ
l

プ
職
保
持
者
の
リ
ス
ト
も
存
在
す
る
(
宮
同
印
回
目
m
g
p
r
震の白色
2

2

ロ
白
色

g
g
m
E阻
止
自
由
J

司
N
』
門
ミ
巴
公
定
∞

¥mN〉
・
同
ニ
ロ
〉
。

(
広
町

)
a
p
向島
g
σ
r
F
r
R
与
山
口
・
1
ω
z
e
E芝
山
富
・
8
同仏
R
E
r
-
-

ロ
間
同
曲
目

'ω-BE--
C
N副口同
E
Y
色
白
門
官
官
〈
削
え

E
J
ミ
忌
刷
'

HQEHム
HNt丘
町
・
旦
-
宮
口
官
自
自
民
抑
止
H
J
c
r
a
p
H
E
U
J
M
6・

5
m
l
l
m
U
(ロ0
・
N
3・
そ
の
文
面
に
「
建
造
者
は
亡
く
な
り
、
イ
ル
ハ

ン
園
の
柱
石
た
ち
は
努
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
(
冨
耳
口
町
一
昆
ム
自
由
ロ

Z

E
E
唱曲

g
h
yぽ
口
三
国
円
冨
ロ
ム
ロ
弘
巳
〉
」
と
い
う
文
言
(
一
五
八

頁
)
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
治
世
に
書
か
れ
た
も
の
と
知

れ
る
。

(
日
明
)
国
間
口
曲
目
己

HU白∞
口印品川
w
u

〉
と
o
自
由
出
仏

H由∞品
-N由一

ω旬己巾
H
H由∞日日

H

印∞・

(
円
引
)
宮
〉
¥
目
的
一回
与
に
宗
一
N

ご
|
誌
は
、
彼
の
-
一
ス
パ
を
「
ア
プ
ハ
リ

1
」
と
し
「
ア
プ
ハ
ル
と
ザ
ン
ジ
ャ

1
ン
出
身
(
白
N

〉
r
r
R
〔B
印一

〉
喜
白
円
〕
若
田

N
S開
削
ロ
〉
」
と
す
る
。

(
必
)
タ
1
・
シ
ュ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ア
l
ヴ
ア
ジ
ー
が
高
位
を
占
め
た
の
は
、

シ
l
ア
波
の
要
因
ば
か
り
で
は
な
く
、
ヴ
ア
ズ
ィ

l
ル
、
サ
ァ
ド
ワ
ツ

デ
ィ

l
ン
・
サ
l
ヴ
ア
ジ
l
の
有
力
な
協
力
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
カ
l
シ
ャ
l
ニ
l
は
、
彼
を
「
〔
サ
ァ
ド
ゥ
ッ
デ
ィ

l
ン
の
〕
最

大
の
支
柱
。
ロ
「
ロ
'
日
出
向
8
5)」
と
呼
ん
で
お
り
〔
吋

C
¥
g
m
-
H
S
T

¥
貫
一
足
印
〕
、
彼
は
、
サ
ァ
ド
ク
ツ
デ
ィ

l
ン
の
庭
刑
に
績
い
て
そ
の
協

力
者
た
ち
と
共
に
七
一
一
年
ズ
ル
ヒ
ツ
ジ
ャ
月
一
日
/
一
一
一
二
二
年
四

月
九
日
に
鹿
刑
さ
れ
る
。
彼
の
庭
刑
に
関
し
て
、
シ
ャ
パ

1
ン
カ
1
ラ

イ
l
、
ハ
ー
フ
ィ
ゼ
・
ア
ブ
ル
ー
は
シ
l
ア
波
採
用
の
責
任
の
た
め
庭

- 79ー
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刑
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
が

〔
冨
〉
・
ミ
N
U
N
O叶
hHO
N
〕
、
シ

1
ア
波

支
持
色
の
強
い
、
ヵ
l
シ
ャ
l
ニ

1
、
内門」
語
、
ミ
ミ
・
叫4b~み

は
、
ラ

シ
l
ド
が
個
人
的
恨
み
か
ら
、

ζ
白
山
E
L
〔
ナ
ジ
ャ
フ
〕
の
サ
イ
イ

ド
た
ち
に
封
し
彼
を
中
傷
し
て
孤
立
化
さ
せ
、
さ
ら
に
彼
の
系
譜
書

(
S
E
r
-
ロ
山
吉
国
)
に
細
工
を
し
て
庭
刑
に
至
ら
し
め
た
と
し
て
い
る

〔H
，
C¥自由・
5
N目
l
r
u
¥
円同一
Hω
H
|ω
ω
u
d
叶・
ωミ
l
|

斗∞
〕
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
ラ
シ
l
ド
の
協
力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ワ
ッ
サ
l
フ
も
、
「
サ
イ

イ
ド
や
他
の
人
々
の
金
銭
か
ら
一一一

O
寓
デ
ィ

l
ナ
l
ル
を
横
領
、
取

得
、
着
服
し
て
い
た
」
こ
と
等
が
裁
判
門
会
即
時
口
)
で
明
ら
か
に
な
っ

た
た
め
と
し
て
い
て
〔
吋
巧
g
g
、
ラ
シ
l
ド
の
中
傷
の
内
容
と
そ
れ

が
裁
判
で
受
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
シ
l
ア
波
採
用
の
責
任
が
直

接
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ワ
ッ
サ

I
フ
に
よ
れ

ば
、
彼
は
、
玄
印
刷
Z
円
工
窓
口
』
包
含
印

〔
ナ
ジ
ャ
フ
〕
の
サ
イ
イ
ド
た

ち
に
引
渡
さ
れ
チ
グ
リ
ス
河
岸
で
撲
殺
さ
れ
た
。
バ
」吉丸hHHと・
吋
b
h
h
w

も
こ
れ
を
記
す
が
、
そ
れ
は
ラ
シ
l
ド
が
高
官
職
を
傑
件
に
そ
の
賀
行

を
何
人
か
の
サ
イ
イ
ド
に
依
頼
し
た
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
(
註
(
日
)
参

同
包
。
こ
の
よ
う
に
、

タ
l
ジ
ュ
ッ
デ
ィ
l
ン
が
サ
イ
イ
ド
へ
の
支
給

を
横
領
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
ラ
シ

I
ド
の
サ
イ
イ
ド

た
ち
の
反
感
を
引
起
さ
な
い
よ
う
な
周
到
な
陰
謀
に
よ
っ
て
、
ナ
ジ
ャ

フ
の
サ
イ
イ
ド
た
ち
の
支
持
を
失
っ

た
こ
と
が
彼
の
死
の
直
接
の
原
因

で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
る
。

(
的
問
)
カ
l
シ
ャ

l
ニ
l
は
、
廃
刑
後
の
タ
l
ジ
ュ
ッ
デ
ィ

l
ン
の
死
陸
を

ば
ら
ば
ら
に
し
た
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ハ
ン
パ
ル
波
に
針
し
て
オ
ル
ジ
ェ
イ

ト
が
怒
り
、
ハ

ン
パ
ル
源
の
カ
l
デ
ィ
ー
を
厳
し
て
シ
ャ
ー
プ

ィ
イ
l

波
に
従
う
よ
う
に
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
〔
吋
C
¥
B臼
-H
S
T
¥円以
日

Hω
Mlωω〕
、
ま
た
、
イ
プ

ン
・
パ
ト
ゥ
l
タ
の
記
事
か
ら
(
註
(
お
)
参

照〉
、
一
時
は
ス
ン
ナ
波
が
復
権
し
た
こ
と
が
剣
る
。
し
か
し
、
こ
の

記
述
は
同
時
に
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
が
鑓
わ
ら
ず
サ
イ
イ
ド
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
〔
え
・
〉
之
ロ
ヨ
白
ロ
L
S
官

邸
古
〕
。
そ
の
後

の
状
況
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
シ
l
ア
波
形
式
の
貨
幣
が
夜
行
さ
れ

綴
け
て
い
た
こ
と
が
剣
っ
て
お
り
(
巴
巳
ア
ω
・

ω・
R
叶
，

r
o
(リ
2
ロ
曲
。
向

子
。
]B
R
H
H
一
Eg
ロ
】
伝

・
〉

吋
出
X
L
C
四
百
白
]
〉ロ白
一可凹Hm
wJ
"HN出
足
。

日
酌
(
H由
∞ω
)-
B
N
ミ
1
3
・

42
E
R
P
玄
-
R
Y
向
E
S
口町
民
Z

5
2

2
h
宮
口
口
N
E
g
s
m
o
-
-帥
n
y
R
H
-
・
宍
Z
口
同国
己
的
影
ヨ

町
田
口
・
、
H，2
-

N
君主
J
q
h
~
品
(
H由
∞
品
)
・
宅
口
町
1
3
ロ
0
・
8
、
口
由

ロ
Dω日)、

ス
ン
ナ
波
の
完
全
な
復
権
は
ア
プ
!
サ
イ
l
ド
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
え
る
〔
円
円
ω
司ロ-
R

H由
∞印一
H印UU
H[
白
ヨ
g
o
ロ

HU∞∞
-N日目〕。

(
印
)

イ
ブ
ン

・
バ
ト
ゥ
l
タ
に
お
い
て
、
こ

の
語
が

「代
理
」
を
表
す

こ
と
に
関
し
て
は
、
出
・
〉
-
H
F
O
F
r
y
吋
吉
凶
ヨ
ミ
ミ
ヶ
。
¥
L
Q詰

切
ミ
E
Y
-
ω
〈
o
r
--

。ωヨ
rz
Lm
0
・

5
8

|
ご
・〈。
一-
N
-
匂
・
M
g
ロ
・
参

昭…。

(
日
)
他
の
二
名
の
と
包
由
-eu
g
丘
町
田
A
M
r
・
2
3
M
H
同
日
-
U
2
7向
巴
g
r
r
R

r

…rg
印曲
-
b
g
y向
ロ}M
E
M
B
E
と
・
〉
耳
}
】
白
己
〔
〈
〉
r
r
R
H〕
の
う

ち
、
前
者
は
ラ
シ
l
ド
に
タ

I
ジ
ュ
ッ
デ
ィ

l
ン
の
庭
刑
の
賀
行
を

J
H
包

g
件
当
釦
』
包
問
者
同
d
E
身
丘
三
と
引
換
え
に
依
頼
さ
れ
る
が
断

っ
た
〔
己
叶・
ヨ
∞
〕
(
註
(
必
〉
参
照
)
。

(
臼
)
む
ね
た
晶、

a
N'h
b
h
N
F

に
関
し
て
は
、
我
が
闘
に
お
い
て
、
本
田
賀

信

「モ

ン
ゴ
ル
の
遊
牧
的
官
制
l
|
ユ

ル
ト
チ
と
ブ
ラ
ル
グ
チ
|
|
」

『
小
野
勝
年
博
士
煩
欝
記
今
年
東
方
拳
論
集
』
(
一
九
八
二
)
、
三
五
九
i

七
五
頁
、
同
「
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
の

モ
ン
ゴ
ル

・
ア
ミ
l
ル
に
就
い
て
」

- 80ー
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『
内
陸
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
の
一
粧
品
聞
と
文
化
』
(
一
九
八
三
)
、
六
九
七

J
七
一
五
頁
の
二
論
文
に
計
一
五
遁
の
任
命
書
の
邦
語
が
提
出
さ
れ
て

い
る
(
雨
論
文
と
も
本
田
一
九
九
一
に
「
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
閏
官

制
」
、
「
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
の
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ミ
l
ル
制
」
と
し
て
再
録
。

各
々
六
九
J
八
二
、
八
三
J
九
九
頁
)
。
本
稿
の
誇
出
に
お
い
て
参
照

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
で
誇
出
し
た
の
は
、
木
田
一
九
八
三
・

七一

O
に
示
さ
れ
た
任
命
書
の
書
式
の
二
番
の
途
中
か
ら
終
わ
り
ま
で

で
あ
る
。

(
臼
)
匂
町
、

NHN一主
N
H
2
R
H
に
記
載
さ
れ
る
の
は
「
フ
ァ
ー
ル
ス
の
大
ナ
キ
l

プ
」
で
あ
り
(
註
(
U
)
参
照
)
、
ヵ
l
シ
ャ

l
ン
の
ワ
タ
フ
文
書
上
で

ジ
ャマ

I
ル
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ム
ル
タ
ダ
1
に
冠
さ
れ
た
の
は
カ
I
シ
ャ

l
ン
の
ナ
キ
l
プ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
傘
穏
で
あ
る
。

(
日
)
ワ
タ
フ
の
管
理
・
監
督
の
職
(
註
(
幻
〉
参
照
)
同
様
、
役
職
や
職
名

が

一
定
し
な
い
ま
ま
、

徐
々
に
整
い
、

b
a
h
h
問、

ANN-h白
H
N
.
F
に
そ
の

官
職
任
命
書
が
枚
め
ら
れ
た
官
職
を
整
理
し
明
確
に
す
る
作
業
は
、
本

稿
の
直
接
の
目
的
で
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
、
今
は
関
連
事
例
を

提
示
す
る
に
止
め
る
。

(
日
)
R
H
ハ
附
加
九
は
、
カ
1
シ
ャ

I
ン
穴
民
同
口
出
身
、
居
住
を
示
す
ニ
ス

(
印
)
メ
E
ー
と
E
r
o
s
2
E
M
G
N
P
F
.
H
g
b
F
弓
2

市

F
E
-
冨
z
r
E
5
・

叶
A
L
M
g
p
E
印
∞
¥
H
由
、吋由(日
ロ
ι
。
ι
・
〉
噌
同
)
-
H
8・

(
閉
山
)
O
E
E
ロ
m
-
N
o
n
F
H
N
J
H
A
¥
主

3
3
』h
・
5
札
』
町
・
"
な
マ
F
S
S
R

m，HO
P
R
m
-
HU∞
0
・
3
・
N
N
∞
包
-
N
C吋
h
N
B
に
掲
載
さ
れ
た
七
三

九
年
/
二
二
三
八
|
三
九
年
頃
の
各
地
の
支
配
者
リ
ス
ト
に
「
イ
ス
フ

アハ

l
ン
に
お
い
て
、

ω白V
G
ふ
ふ
の
白
-
包
〉
B
H
H
P
〉
日
目
同
副
ロ
と
凶
ヨ
包
一

色
目
同
)
同
ロ
同
[
ロ
ロ
ゲ
削
ロ
同
〔

V
F
ω
Z〉
Z
J同
〕
、
お
よ
び
g
r
町
ふ
宮
間
曲
一
と

ι
E
E
何
回
の
名
望
家
層
(
ω
E
r
F
H
〉
が
、
そ
の
地
域
の
門
事
握
を
行
っ
た

(
E
ム
白
耳
目
印
5
-
s
a
企
u
b
g
E
g
E
2
3
」
と
記
さ
れ
、

H
，
〉
冨
h

g
も
「
そ
の
地
の
ワ
l
リ
l

(
者
包
同
)
だ
っ
た
」
と
記
す
。
さ
ら
に
、

宮
〉
¥
ヨ
凹
-
N
a
T
¥
宗
一
ω
忌
は
「
〔
シ
ャ
イ
フ
・
ア
プ
I
イ
ス
ハ

I
ク

は
イ
ス
フ
ア
ハ
1
ン
の
〕
ハ

l
キ
ム
の
職
守
口
「
ロ
ヨ
曲
。
を
そ
の
地
方

の
最
も
栄
光
あ
る
サ
イ
イ
ド
自
己
円
宮
口
宮
ヨ
ヨ
邑
山
由
7
1
己
凶
E
の

息
子
で
あ
る
〉
ヨ
司
・
〉
ヨ
同
削
ロ
に
奥
え
、
彼
を
慰
撫
し
、
自
分
の
姉

妹
の
子
を
彼
と
結
婚
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
支
配
の
契
機
が
剣

る
。
凶
日
削
ふ
と
・
口
百
円
ロ
ロ
ゲ
帥
口
同
は
、
、
『
山
口
・
口
町
に
凶
ヨ
帥
【
目
白
「
U
M
ロ

冨
与
g
E
と
し
て
現
れ
、
宮
同
H
'
宮
司
副
ロ
の
ヴ
ァ
ズ
ィ

l
ル
と
さ
れ
て

い
る
。

ぇ何回
一
戸
山
H
-
L
E
m
へ
と
ぷ
ロ
f
E
ロ
阿
国
3

に
閲
し
て
は
、
村
落
の
名

稽
と
い
う
設
も
あ
る
が
(
O
巳
江
口
m
a
N
c
n
Z
H
u
g
-
立
ロ
・
参
照
)
、
筆

者
は
、
イ
ス
フ
ア
ハ

I
ン
を
二
分
す
る
、
お
そ
ら
く
街
匿
を
基
に
し

た
、
掛
時
波
を
指
す
も
の
と
考
え
る
〔
口
問
、
叶
〉
冨
・

5ω
〕。

(
回
)
回
白
巴
印
白
己
呂
田
∞
ぃ
E
m
l
A
F
甲
山
〉
H』

OB印ロ円山HU∞品
-
M寸

2
・
2
∞
hF・

(
印
)
戸
目
立
L
g
L
-
冨
・
・
ミ
R
h
p
・
司
N
G
H
S
S
H
r
h
ミ
q

h

h

w・一丸ミ内

b
h
n
p
(
U
E
H
r
正
常
・
富
国
m
p
-
沼
町
斗
h
u
・
ロ
H
l
H
N
L
8
・
宮
色
町
]
口
口
問

HU叶
H
H
E
2
・
何
回
円
o
i
F
H
-
E
-
同
】

t
o
k羽
町
内
。
¥
b
h
s
t・

め
ど
を
H
S
P
N
.
3
5
b
ミ
r
F
ヤ
ミ
ミ
。
君
主
♂
国
主
F
H
由
E
・

3
・
N
O
|
N
∞
・
直
接
に
は
、
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
、
ム
ス
タ
ン
シ

ル
豆
5
s
z
-H
が
一
二
三
四
年
バ
グ
ダ
ー
ド
に
ス
ン
ナ
波
四
マ
ズ
ハ

プ
の
た
め
の
マ
ド
ラ
サ
を
建
造
し
た
こ
と
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
〔
え
・

冨
邑
己
E
m
s
β
・

5
品〕。

(
印
)
そ
の
権
限
が
縮
小
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
河
口
町
包
句
-

- 81ー



588 

国

-HF・
-
U
2
2
R
F
Z
R
F
3
丸
町
、

3
.
2
Rミ
人
S
N
5・
4
弓
広
島
田

L
3・

H

∞mN・
B
-
S
I
S
-
E
S。
一
方
、
そ
の
上
位
に
位
置
す
る
最
高
の
官

職
で
あ
る
サ
ド
ル
職
に
就
任
し
う
る
の
も
サ
イ
イ
ド
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
た

C
E
L
"
回
会
・
関
野
英
二
、

「
テ
ィ
ム
l
ル
朝
の

祉
曾
」、

『
世
界
歴
史
八
』
、
岩
波
書
居
、
一
九
六
九
年
、
一
一
一
一
一
頁
〉。

(

N

U

)
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red司
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2
H
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g
-
ω
N∞
|
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THE DAR al-siyAda OF GAzANχAN

　　　　　　　　

IWATAKE Akio

　　　

We have hardly any information about the institution called ‘dar

al-siyada,' whose prototype is said to consist in those founded by Gazan

χan. This paper ｅχamines the function of the dar al-siyadas of Gazan,

his purpose in founding them, and the influence of their foundation on

the Iranian society.　The author's conclusions are as follows :

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　

1. In ragab 702 (February or March 1303), Gazan founded the dar

al-siyadas in ten cities. They had two functions; one was as lodgings

for sayyids, and the other as service centers　performing charity for

sayyids, based on the waqf-endowment.

　　　

2. The foundation of the dar al-siyadas took place in the last stage

of Gazan's administrative reforms. He founded them not owing to his

respect for ｓhi‘ism,but as ａ social policy towards the Iranian city-societies.

He considered sayyids as representatives of the authority of the Islam because

of their being descendants of the Prophet, and he installed them as ａ

balance between the various cliques in conflict in society.　By protecting

sayyids through the dar al-siyadas, the Mongolian state which was newly

converted to the Islam, attempted to control the Iranian　Islamic city-

societies.

　　　

3. This social policy was taken over　in the reigns of UlがUtu and

Abu sａ‘id,and even further on under the Garairids, while the office of

naqib, which controlled sayyids, was increasingly centralized.　In con-

sequence, the status of sayyids was raised both in the state and in the

societies.

２


